
光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

『明
文
抄
』
と
の
同
異
の
検
討

/Jヽ

西

徹

龍

は
じ
め
に

大
本
山
光
長
寺
は
、
宗
祖
日
蓮
大
聖
人
の
命
を
受
け
た
直
弟
日
春

ｏ
日
法
聖
人
に
よ
っ
て
堂
宇
が
建
立
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
基
礎
が
築

か
れ
た
寺
院
で
、
そ
の
縁
に
よ
っ
て
宗
祖

・
日
春

ｏ
日
法
聖
人
に
関
わ
る
寺
宝
を
多
数
格
護
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。

本
稿
で
考
察
す
る

『天
地
人
三
才
之
巻
』
は
、
光
長
寺
に
お
い
て
他
の
多
く
の
寺
宝
と
共
に
厳
重
に
護
持
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で

由
緒
や
内
容
の
説
明
も
な
く
、
日
法
聖
人
の
筆
写
さ
れ
た
も
の
、
と
し
て
伝
来
し
た
文
献
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
、
全
文
の
翻
刻
と
、
文
献
の
内
容
を
は
じ
め
と
す
る
関
連
事
項
の
考
察
を
行
い
た
い
と
思

＞うノ
。

三



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

一　

書
誌
的
考
察

０
筆
者
に
つ
い
て

本
書
に
署
名
は
無
い
が
、
昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
付

『宝
物
台
帳
』
に

「日
法
」
と
あ
り
、
昭
和
四
十
九
年
八
月
二
十
四
日

調
査
の
日
付
を
持
つ
、
巻
子
本
貼
付
け
の
ラ
ベ
ル
に
も

「日
法
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
戸
時
代
の
宝
物
台
帳
で
あ
る
明
和
五
年

（
一
七

六
八
）
の

『光
長
寺
霊
宝
掴
』
に
お
い
て
、
「日
法
上
人
御
筆
」
の
項
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
明
ら
か
な
署
名
は
無
い
も
の
の
、
光
長
寺
所
蔵
の
他
の
日
法
聖
人
筆
の
文
章
の
書
体
と
共
通
の
特
徴
が
見
ら
れ
る
の
で
、
聖
人

の
筆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
尚
、
筆
写
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
年
時
の
記
載
が
無
い
た
め
不
明
で
あ
る
が
、
紙
背
の
具
注
暦
が
永
仁
四
年

（
３
）

（
一
二
九
六
）
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
永
仁
五
年
以
降
、
日
法
聖
人
遷
化
の
暦
応
四
年

（
一
三
四

一
）
迄
の
間
と
思
わ
れ
る
。

②
呼
称
に
つ
い
て

題
簸
に
は
、
ｆ
一才
巻
』
、
光
長
寺
宝
物
管
理
委
員
会
の
ラ
ベ
ル
に
は
、
『天
地
人
三
才
之
巻
』、
明
和
五
年

『光
長
寺
霊
宝
掴
』
に
は
、

『三
才
要
文
』
と
あ
る
。
尚
、
包
装
表
紙
の
紙
背
に

「天
地
人
三
才
之
巻
判
拾
九
」
の
貼
紙
が
あ
る
。

本
書
に
は
表
紙
が
無
く
、
本
文
第

一
紙
の
最
初
も
欠
失
部
分
が
あ
る
た
め
に
、
本
来
の
標
題
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
第

一
紙
の
最
初

に
、
「天
象
部
　
地
儀
部
　
帝
道
部
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
天

・
地

ｏ
人
の
三
才
に
当
て
、
巻
子
本
に
修
復
の
時
点
で

『三
才
巻
』

と
呼
称
さ
れ
、
『光
長
寺
霊
宝
掴
』
で
は

『三
才
要
文
』
と
さ
れ
、
さ
ら
に
昭
和
に
な
っ
て
天

ｏ
地

ｏ
人
の
語
句
が
加
え
ら
れ
た
。
『天
地

（
４
）

人
三
才
之
巻
』
と
い
う
呼
称
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

③
形
状
に
つ
い
て



現
在
の
形
状
は
巻
子
本
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
修
復
さ
れ
た
後
の
形
で
、
原
形
は
冊
子
本
で
あ
る
。
冊
子
本
と
し
て
残
存
部
分
は
全
十
八

紙
で
あ
り
、
内
容
の
検
討
か
ら
、
第
十
五
紙
以
下
に
錯
簡
が
あ
る
が
、
文
章
が
続
い
て
い
る
た
め
に
復
元
は
可
能
で
あ
る
。

但
、
第
十

一
紙
表
に

「帝
道
部
上
」
と
あ

っ
て
、
未
完
で
あ
る
た
め
に
、
欠
損
部
分
の
あ
る
こ
と
が
惜
ま
れ
る
。

冊
子
本
か
ら
巻
子
本
に
改
装
さ
れ
た
時
期
は
、
現
巻
子
本
の
紙
継
目
の
紙
背
に
全
て

「日
寛
」
の
黒
印
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

光
長
寺
二
十
四
世
日
寛
上
人
の
住
職
中
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
光
長
寺
の
記
録
か
ら
、
日
寛
上
人
が
什
物
の
大
規
模
な
修
復
を
行

っ

（６
）

た
の
は
、
延
宝
三
年

（
一
六
七
五
）
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

現
状
の
紙
数
と
復
元
し
た
原
形
の
紙
数
と
の
関
係
は
、
表
Ｉ
の
よ
う
で
あ
る
。

紙
継
目
の
裏
面
の
黒
印
は
十
九
箇
所
あ
り
、
こ
れ
は
紙
背
に
書
か
れ
た

「天
地
人
三
才
之
巻
　
判
拾
九
」
に
合
致
す
る
。　
一
紙
の
法
量

は
、
縦
二
九

・
○
セ
ン
チ
、
幅
三
八

・
四
セ
ン
チ
、
全
長
六
七
八

・
六
セ
ン
チ
で
あ
り
、　
一
紙
に
つ
い
て
の
行
数
は
、
表
裏
各
九
行
で
書

か
れ
て
い
る
。

本
書
の
紙
背
に
は
具
注
暦
が
記
さ
れ
、
紙
背
の
暦
の
罫
線
を
利
用
し
て

『三
才
之
巻
』
の
文
章
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
具
注
暦
の
年

時
は
、
太
田
晴
道
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
永
仁
四
年

（
一
二
九
六
）
の
も
の
で
あ
り
、
具
注
暦
も
巻
子
本
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
原
形

（８
）

第

一
紙
か
ら
第
十
三
紙
の
間
は
、
暦
を
裁
断
せ
ず
に
、
継
目
か
ら
剥
が
し
て
冊
子
本
に
作
り
直
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

尚
、
太
田
氏
に
よ
れ
ば
、
具
注
暦
と
し
て
の
復
元
紙
数
は
全
二
十

一
紙
で
あ
る
。

０
内
容
に
つ
い
て

本
書
の
記
述
内
容
を
み
る
と
、
天
象
部

ｏ
地
儀
部

・
帝
道
部
上
の
二
部
に
分
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
部
に
お
い
て
、
中
国
や
日
本
の
古
典
か

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て



表 I

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

10オ

①

①

①

①

①

①

①

①

　

　

①

①

10ウ

11オ

11ウ

12オ

12ウ

13オ

13ウ

14オ

14オ

14ウ

15オ
15オ 15(半分 )

16オ

16ウ

17オ

17オ

17ウ

15ウ 15(半分 )

18オ

18オ

18ウ

紙数 現状 復元順 一異

1オ

①

①

①

①

①

①

①

①

①

1ウ

2オ

2ウ

3オ

3ウ

4オ

4ウ

5オ

5

5ウ

6オ

6ウ

7オ

7ウ

8オ

8ウ

9オ

9ウ



表
Ｈ
　

『
天
地
人
三
才
之
巻
』
の
内
容

天
因
部

天
□
天
道
日
月
風
雨
雲
霧
雨
雪（三
日
雨
森
為
事
）

（雪
盈
尺
為
瑞
事
）

春子
日

・
松
事

□
羹
十
五
日
粥

彼
岸
三
月
二
日
草
餅

桃
花
酒

夏

・
□
祭

端
午

・
長
命
綾

文
人
棟
葉
蘭
湯
粽菖
蒲
酒

五
月
不
葦
屋
事

伏
日
不
可
出
行
事

光
長
寺
著

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

周
易

・
後
漢
書

・
文
選

・
老
子

・
史
記

・
蜀
志

・
毛
詩

毛
詩

・
孝
経

・
周
易

・
老
子

・
後
漢
書

・
文
選

・
周
牌

准
南
子

老
子

・
管
子

太
平
御
覧

・
准
南
子

左
博
文
選
後
漢
書

・
鵜
冠
子

・
老
子

・
太
平
御
覧

初
学
記

・
十
節
記

剤
楚
歳
時
記

世
風
記

・
績
齊
諧
記

彼
岸
齊
法
成
道
経

十
節
録

本
草
礼
記
風
俗
通

剤
楚
歳
時
記

證
類
本
草

大
戴
記

績
齊
諧
記

四
民
月
令

風
俗
通

後
漢
書

引
用
書
名



地
儀
部 光

長
寺
著

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

氷
室
秋

・
七
月
七
日
索
餅

八
月

一
日
天
中
節
事

重
陽

ｏ
栗
吏
以
繋
臀

食
餅

・
菊
酒

久
ヽ
亥
□
餅

朔
旦
冬
至

臓庚
申

・
三
層

寒
暑
寒
暑
不
調
有
病
事

良
辰
美
景

閏
月
漏
剋
山
川
道
路
射
人
宅
井
道
罪
科
事

侵
道
路
罪
科
事

諸
家
不
可
出
汚
械
路
頭
事

都
部
路
可
植
菓
樹
事

海
路
可
有
泊
事

毎
坊
門
可
置
兵
事

人
家
管
　
出
路
頭
罪
科
事

神
泉
苑
邊
可
垣
柳

京
路
営
家
毎
月
可
掃
除
事

門
屋
事

礼
記

ｏ
東
宮
切
韻

ｏ
日
本
紀

・
延
喜
式

十
節
記

陰
陽
秘
方

世
風
記

世
風
記

韓
子

ｏ
文
選

群
忌
隆
集

史
記

・
國
史

察
昌
獨
断

庚
申
経

周
易
礼
記

・
帝
範

帝
範
周
易

・
周
礼

諸
道
勘
文

貞
観
格

並日
壼盲

律律弘
仁
格

弘
仁
格

貞
観
格

貞
観
格

延
喜
式

式左
京
式

延
一暑
左
京
式



帝
道
部
上

京
中
不
可
作
田
事

神
泉
大
学
穀
倉
院
等
邊

京
職
可
掃
除
事

堤
防
可
植
樹
事

市以
賞
可
進
浩
債
帳
事

隣
家
庫
倉
造
管
工
巧
燕
雀
相
賀
事

私
宅
不
可
起
楼
閣
事

園
国

檜
皮
寸
□
□

天
下
天
下
大
事
起
自
小
事

□
□
不
可
有
賢
臣
事

□
□
治
病
治
國
事

曇
夷
渤
海

・
以
日
本
舞
女
献
事

朝
貢
年
限
事

新
羅

・
可
放
還
入
境
人
事

可
□
交
関
物
事

百
済

・
免
除
課
径
事

諸
国

光
長
寺
著

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

延
喜
左
京
式

延
一暑
左
京
式

〈「令史
記

・
唐
暦

・
孔
子
家
語

・
後
漢
書

延
一号
格

・
延
一暑
式

南
史
律毛
詩

・
史
記

・
尚
書

・
漢
書

唐
書

・
漢
書

准
南
子

令弘
仁
格

弘
仁
格

史
記

・
六
鍮

・
晋
書

・
唐
暦

・
漢
書

・
後
漢
書

・
毛
詩

老
子

・
任
子

・
史
記

・
後
漢
書

・
尚
書

・
左
博

・
論
語

・
文
選

・
塩
鉄
論

・
唐
書

抱
朴
子

貞
観
政
要

文
選
唐
書
貞
観
格

貞
観
格

貞
観
格

弘
仁
格

延
喜
格

九



光
長
寺
著

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

調
庸
不
□
□
科
事

皇
居
朱
雀
門

蓬
薬
殿

大
内
左
校
門

右
液
門

宣
□
□

□
□
明
堂

両
宮
不
得
積
物
臭
物
通
失
声
事

□
□
□
□
□

大
極
殿

含
元
殿

月
花
門

紫
農
殿
カ

延
喜
格

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

〈「律大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

大
唐
六
典

一
〇



ら

一
行
～
数
行
の
文
章
を
抜
き
出
し
た
上
で
、
出
典
名
を
記
し
て
い
る
。
尚
、
閲
覧
に
便
宜
の
た
め
か
、
上
部
欄
外
に
見
出
し
を
書
い
て

い
る
箇
所
も
あ
る
。

天
象
部

・
地
儀
部

・
帝
道
部
上
の
そ
れ
ぞ
れ
の
見
出
し
項
目
と
記
事
の
出
典
を
抜
き
出
し
た
も
の
が
、
表
Ｈ
で
あ
る
。

ま
ず
天
象
部
に
つ
い
て
見
る
と
、
天
地
万
物
の
主
宰
者
と
し
て
の
天
に
つ
い
て
、
中
国
古
典
の
記
事
を
列
記
し
、
次
い
で
日
月
、
風
雨
、

雲
霧
と
い
っ
た
気
象
的
な
現
象
に
つ
い
て
記
し
、
さ
ら
に
春
か
ら
冬
ま
で
の
年
間
の
行
事
、
特
に
正
月
、
二
月
二
日
、
五
月
五
日
、
七
月

七
日
、
九
月
九
日
と
い
っ
た
節
句
の
行
事
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
説
明
す
る
記
事
を
列
挙
し
て
い
る
。

次
に
地
儀
部
に
お
い
て
は
、
主
と
し
て
日
本
の
律
、
令
、
格
、
式
を
引
用
し
て
、
交
通
、
住
宅
、
街
路
、
市
で
の
売
買
等
に
つ
い
て
の

記
事
を
列
挙
し
て
い
る
。

ま
た
帝
道
部
は

「上
」
の
み
し
か
現
存
し
て
い
な
い
が
、
天
下
、
大
国
と
小
国
の
関
係
、
国
を
治
め
る
こ
と
、
外
交
、
唐
の
皇
帝
の
居

城
の
こ
と
等
の
記
事
が
、
中
国
古
典
と
日
本
の
律
、
令
、
格
等
を
引
用
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

本
書
は
以
上
の
よ
う
な
内
容
の
文
献
で
あ
る
が
、
引
用
さ
れ
て
い
る
諸
書
は
、
著
名
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
現
存
し
な
い
も
の
も
あ
り
、

（９
）

本
書
に
引
用
さ
れ
た
文
章
が
逸
文
の
可
能
性
も
あ
る
。
引
用
文
献
を
分
類
し
て
み
る
と
表
Ⅲ
の
よ
う
に
な
る
。

さ
て
本
書
は
、
文
字
表
面
が
破
損
し
て
い
た
り
、
継
目
部
分
が
欠
落
し
て
い
て
判
読
出
来
ぬ
箇
所
が
あ
る
が
、
幸
い
出
典
が
書
か
れ
て

い
る
為
に
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
で
、
前
記
の
よ
う
な
諸
文
献
で
補
っ
て
翻
刻
し
た
文
章
が
過
後
掲
の

「三
才
巻
本
文
」
で
あ
る
。

一
一　
本
書
の
性
格
と
原
本
に
つ
い
て

『天
地
人
三
才
之
巻
』
の
書
誌
的
検
討
は
前
述
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
本
書
は
、
ど
の
よ
う
な
種
類
の
文
献
で
あ
ろ
う
か
。
前

光
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光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

表

Ⅲ
一
、
中
国
の
文
献

二
、
日
本
の
文
献

そ
の
他

山
人
圭
自

神
仙
家

兵
家
雑
家
法
家
道
家
儒
家
類
書
雑
伝
経
典
記
録
科
学
書

/Jヽ

説

詩
集
政
治
書

分

類

陰
陽
秘
方
、
群
忌
隆
集
、
任
子

後
漢
書
、
史
記
、
蜀
志
、
左
伝
、
晋
書
、
唐
暦
、
南

史
、
漢
書
、
唐
書

抱
朴
子

六
鍮
准
南
子

管
子
、
韓
子

老
子
、
易
冠
子

周
易
、
毛
詩
、
孝
経
、
礼
記
、
大
載
記
、
周
礼
、
尚

書
、
論
語
、
孔
子
家
語

太
平
御
覧
、
初
学
記

察
昌
獨
断

彼
岸
斎
法
成
道
経
、
庚
申
経

十
節
記
、
剤
楚
歳
時
記
、
世
風
記
、
風
俗
通
、
四
民

月
令
周
牌
、
本
草
、
證
類
本
草

続
斉
諧
記

文

選
帝
範
、
塩
鉄
論
、
貞
観
政
要
、
大
唐
六
典

名

称

そ
の
他

式 格 〈「 律 正
史
分

類

十
節
録
、
東
宮
切
韻
、
諸
道
勘
文

延
喜
式

弘
仁
格
、
貞
観
格
、
延
喜
格

養
老
令

養
老
律

日
本
紀
、
國
史

名

称



述
の
よ
う
に
本
書
は
、
現
存
部
分
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
天
象
部
、
地
儀
部
、
帝
道
部
の
二
部
に
分
け
、
各
部
に
お
い
て
和
漢
の
典
籍
か
ら

の
引
用
文
を
類
楽
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
書
物
を
編
纂
す
る
為
に
は
、
当
然
相
当
の
学
識
が
必
要
で
あ
り
、
筆
写
の
日
法
聖
人
在
世
の
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
著
名

な
文
献
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
通
常
こ
の
よ
う
な
表
記
方
法
を
行
う
文
献
は
辞
書
類
と
考
え
ら
れ
る
が
、
当
時
我
国

に
こ
の
よ
う
な
辞
書
が
存
在
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

川
瀬

一
馬
氏

『古
辞
書
の
研
究
』
に
よ
れ
ば
、
我
国
に
お
い
て
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
編
纂
さ
れ
た
辞
書
類
は
多
く
存
在

し
、
そ
の
中
で
も
本
書
の
よ
う
な
参
考
資
料
を
類
衆
し
た
、
い
わ
ゆ
る
類
書

（百
科
辞
書
）
と
し
て
は
、
『
口
遊
』
『掌
中
歴
』
『懐
中
歴
』

『簾
中
抄
』
翌
一中
歴
』
『塵
袋
』
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
古
辞
書
と
比
較
し
た
時
に
、
本
書
の
表
記
法
と

一
致
す
る
部

分
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
古
辞
書
の
中
で
も
南
北
朝
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る

『拾
芥
抄
』
を
見
る
と
、
本
書
の

「天
象
部
」
の
一
部
が
、
ほ

と
ん
ど
そ
の
ま
ま
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
本
書
の
第
２
紙
裏
７
行
日

「歳
首
　
祝
折
松
枝
　
男
七
女
二
七
」
よ
り
、
第

３
紙
表
６
行
日

「汝
今
年
大
得
蚕
三
百
倍
」
ま
で
と
、
第
３
紙
裏
６
行
日

コ
ニ
月
二
日
草
餅
何
」
か
ら
第
４
紙
裏
７
行
日

「五
月
葺
屋
　
令

人
頭
禿
」
ま
で
と
、
第
６
紙
表
６
行
日

「七
月
七
日
索
餅
何
」
か
ら
第
６
紙
裏
９
行
目

「令
人
長
壽
」
ま
で
と
、
第
７
紙
表
３
行
日

「十

月
亥
日
食
餅
除
万
病
」
と
同
９
行
日

「人
腹
中
有
三
層
」
か
ら
第
７
紙
裏
１
行
日

「不
寝
不
得
上
天
」
ま
で
は
、
『拾
芥
抄
』
歳
時
部
第

一

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
文
章
と
全
く

一
致
す
る
の
で
あ
る
。

『拾
芥
抄
』
は
、
南
北
朝
頃
に
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
辞
書
の

一
つ
で
、
先
行
諸
書
を
参
酌
し
、
在
来
の
百
科
全
書
を
集
成
し
て
成
立

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

し
た
と
言
わ
れ
る
の
で
、
前
記
の
よ
う
に
同
文
の
引
用
の
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
も
材
料
の

一
つ
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

２つ
。さ

て
本
書
は
、
日
法
聖
人
に
よ
っ
て
鎌
倉
時
代
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
聖
人
が
筆
写
さ
れ
た
本
書
の
原
本
は
、
そ
れ
以
前
に
存
在

し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
前
述
の
如
く
鎌
倉
時
代
ま
で
の
古
辞
書
類
に
出
典
が
見
当
た
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
他
の
分
野
に
出
典
を
求
め

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
可
能
性
が
あ
る
の
は
、
中
国
の
故
事
等
を
類
衆
し
た
書
物
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
電

こ
の
よ
う
な
視
点
で
検
討
し
た
結
果
、
鎌
倉
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
漢
語
の
故
事
金
言
集
で
あ
る

『明
文
抄
』
と
文
章
内
容
が
全
く

一
致

し
た
の
で
あ
る
。

『明
文
抄
』
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉
時
代
初
期
の
間
に
、
藤
原
孝
範

（
一
一
五
八
―

一
二
三
三
）
に
よ
っ
て
初
学
の
者
を
啓
蒙
す

（‐６
）

る
為
の
著
述
と
し
て
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
て
お
り
、
現
在
十
二
種
類
の
写
本
が
知
ら
れ
て
い
る
。

現
在
翻
刻
さ
れ
て
い
る

『明
文
抄
』
は
、
続
群
書
類
従
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
書
と
類
従
本
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本

書
は
、
『明
文
抄
』
全
五
巻
の
中
の
第

一
巻
の

一
部
で
あ
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
。

『明
文
抄
』
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
分
類
漢
語
章
句
抄
録
と
い
わ
れ
、
そ
の
内
容
は
五
部
に
分
け
ら
れ
、　
一
は
、
天
象
部

・
地
儀
部

・

帝
道
部
上
　
二
は
、
帝
道
部
下

ｏ
人
倫
部

ｏ
人
事
上
　
一一一は
、
人
倫
部

ｏ
人
事
部
上
　
四
は
、
人
事
下
　
五
は
、
神
道
部

・
仏
道
部

・
文

事
部

・
武
事
部

・
諸
道
部

・
雑
物
部

・
雑
事
部
に
分
れ
て
い
る
。

編
者
の
藤
原
孝
範
は
、
漢
詩
人
で
斎
院
次
官
利
永
の
子
、
文
章
博
士
藤
原
永
範
の
猶
子
で
、
天
福
元
年

（
一
二
三
三
）
七
十
六
歳
で
没

し
て
い
る
。
文
章
生
、
御
書
所
衆
、
上
西
門
院
判
官
代
と
な
り
、
後
に
文
章
博
士
、
大
学
頭
、
越
前
守
等
を
歴
任
し
た
。
知
ら
れ
る
詩
文



は
少
な
い
が
、
著
書
と
し
て
は

『明
文
抄
』
以
外
に
、
内
記
の
職
掌
執
務
に
関
す
る
諸
事
を
示
し
た

『柱
史
抄
』
と
、
他
に

『秀
句
抄
』

『孝
韻
』
『恵
心
僧
都
銘
』
が
あ
る
。
そ
し
て

『明
文
抄
』
に
引
用
さ
れ
た
文
献
は
多
数
で
、
編
者
の
学
識
が
秀
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。

〓
一

『天
地
人
三
才
之
巻
』
と

『明
文
抄
』
と
の
比
較

続
群
書
類
従
本

『明
文
抄
』
か
ら
、
全
五
巻
各
部
の
記
事
の
内
容
を
項
目
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

①
天
象
部

天
道

・
天
と
地

ｏ
風
雨

・
一
年
の
歳
時
記

②
地
儀
部

大
河
小
川

・
京
内
の
住
居
等
に
関
す
る
規
定

・
道
路

・
市

ｏ
交
易

０
帝
道
部
上

天
下
‥
天
子

ｏ
大
国
小
国

・
夷
敵

・
唐
皇
城

・
宮
中
の
規
定

ｏ
中
国
歴
代
帝
王

ｏ
日
本
天
皇

・
災
異

ｏ
日
蝕

・
洪
水

・
失
火

ｏ
盗
罪

０
帝
道
部
下

中
国
歴
代
王
朝
の
規
定

・
正
月
行
事

ｏ
日
本
朝
廷
諸
行
事

・
天
子
と
臣

・
罪
科

・
殺
生
の
禁

Ｄ
人
倫
部

中
国
の
人
名
録

・
君
子

・
父
母

・
父
子

・
男
女

０
人
事
部
上

光
長
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光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

心

ｏ
諸
動
物

・
夢

・
賢
者

・
徳

・
孝

・
忠

・
仁

ｏ
富
貴

・
冠
と
履

０
人
事
部
下

志

・
楽
し
み

ｏ
人
生
訓

③
神
道
部

神
と
民

・
鬼
神

・
祭
祀

０
仏
道
部

仏
の
入
滅

・
仏
教
伝
来

・
寺

・
僧
尼

⑩
文
事
部

学
問

・
典
籍

・
詩

・
教
育

０
武
事
部

兵

・
戦
争

０
諸
道
部

農
商
工
伎
武
文
の
相
違

ｏ
医
薬

・
占

０
雑
物
部

宝

・
税

・
服
装

・
食

０
雑
事
部

偉
大
な
る
も
の
。
物
の
生
成

・
大
き
な
も
の
と
小
さ
な
も
の
の
関
係



表 Ⅳ

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

天地人三才之巻 明文抄 (続群書類従本 )

紙数 表裏 行数 頁数 行数

1 オ 帝道部 上 1 帝道部上

1 ウ 周 易 下 2 尚書

オ 1 報廣 下 6 報其廣

オ 1 小人之匈々 下 6 小人匈々

オ 其大 下 8 其深

オ 不客 下 8 不容

オ 尺寸 下 10 尺廿

オ 雖楳 上 2 雖 隙

オ 謂成云 下 2 謂成言

ウ 帰命頂礼 下 11 応命順祀

ウ 大載記 上 10 大載礼

ウ 初令伏閑 上16 初令。令伏FT5

オ 1 白虎在中 下 2 白虎在申

オ 属鬼 下 2 属鬼

オ 難云 下 6 対云

オ 金遺経 下 8 金置経

ウ 1 於是乎 下 11 於乎

5 ウ 凌 下12 峻

5 ウ 凌人 下12 峻人

5 ウ 有其野中 下16 其野中

オ 以七月七 日 上 8 七月七日

7 ウ 不得上天 下 14 則不得上天

7 ウ 則疾 Ll 則病

オ 答III 上 14 笞冊

ウ 疲 乏 Tl 疫之

ウ 同 (出典 ) 下 2 弘仁格

一
七



天地人三才之巻 明文抄 (続群書類従本 )

紙数 表裏 行数 頁数 行数

ウ 分番牙 下 8 分番之

オ 措出 下11 指出

オ 笞川 T12 笞冊

オ 延喜左京 下15 延喜左京式

ウ 同式 Ll 同。式

オ 買隣 上14 買隣家

ウ 蛾風 下13 蜆風

オ 樽皮 上 1 檜皮

オ 同 (出典 ) 上 2 弘仁格

ウ 高宗欲譲位 上 8 高宗譲位

オ 左博 下 8 同

ウ 餘儘 下 11 餘儘也

ウ 辺垂之患 下 15 辺垂之悪

ウ 敗髪膚の 1行 上 4 13オ 3行日に入る

オ 強者 上 2 兵強者

オ 文選 上 2 同

ウ 更改 上 17 更以

ウ 百目 下 3 望請

オ ■
~化
未流来 下 5 宣化来流来

オ ■
~下
知 下 10 宣下知

ウ 危悪 上 7 廉悪

オ 安礼・宣光 下14 安礼・正礼・宣光

オ 華光 下 15 事光

オ 出典ナシ 下17 大唐六典

ウ 1 棲鳳閣 上 6 模鳳閣

ウ 外東 上 7 門外東

ウ 出光範門 上 11 出先範門

オ 暉 Tこ 1 珠 章

オ 大角等観 下 2 大角。等観

オ 會昌門 T17 會昌

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

一
人



以
上
の
よ
う
に
十
四
部
に
つ
い
て
、
中
国
と
日
本
の
古
来
の
文
章
を
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
と

『明
文
抄
』
は
同

一
の
も
の
で
あ
る
が
、
各
々
筆
写
本
の
た
め
に
字
句
の
相
違
が
見
え
る
。
そ
こ

で
次
に
両
本
の
字
句
の
相
違
点
を
表
示
し
て
お
き
た
い
距

相
違
点
は
表
Ⅳ
の
よ
う
で
あ

っ
て
、
文
字
が
異
な
る
程
の
も
の
で
、
全
く
意
味
が
変
わ

っ
て
し
ま
う
よ
う
な
大
き
な
相
違
点
は
見
ら
れ

な
い
。

四
　

『明
文
抄
』
と
宗
祖
遺
文

宗
祖
直
弟
の
日
法
聖
人
が
、
『天
地
人
三
才
之
巻
』
翁
明
文
抄
Ｌ

を
筆
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
書
が
宗
祖
の
周
辺
に
存
在
し
て

い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

既
に
宗
祖
が
平
素
各
種
の
参
考
文
献
を
座
右
に
備
え
て
お
ら
れ
た
こ
と
は
推
測
さ
れ
て
お
り
通
具
体
的
な
研
究
も
行
な
わ
れ
て
い
る
「

光
長
寺
蔵
の
宗
祖
筆
写

『山
門
奏
状
』
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
通
他
の

『大
日
本
国
法
華
経
験
記
』
（長
久
年
間

一
〇
四
〇
―

一
〇
四
四
成

工こ

『宝
物
集
』
（治
承
三
年

一
一
七
九
後
数
年
間
の
成
立
）
『和
漢
朗
詠
集
』
（寛
弘
八

・
九
年

一
〇

一
一
―

一
〇

一
二
成
立
）
等
の
文
献

は
、
い
ず
れ
も
宗
祖
誕
生
以
前
に
成
立
し
た
も
の
で
、
そ
れ
が
直
弟
子
に
よ
っ
て
筆
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
宗
祖
の
指
示
あ
る
い
は
、

宗
祖
の
所
蔵
本
を
見
て
自
ら
も
所
持
す
る
為
に
筆
写
さ
れ
た
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

『明
文
抄
』
に
つ
い
て
、
こ
の
書
名
が
遺
文
中
に
見
え
る
こ
と
は
な
い
が
、
例
え
ば
蒙
古
襲
来
に
つ
い
て
、
『法
門
可
被
申
様
之
事
』
（真

蹟
存
）
に

日
本

一
州
上
下
萬
人

一
人
も
な
く
謗
法
な
れ
ば
、
　

大
梵
天
王

・
帝
桓
泣
天
照
大
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰
つ
け
ら
れ
て
謗
法
を
た
め
さ

光
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蔵
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巻
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て
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光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一〇

ん
と
せ
ら
る
る
か
。
つ
し

我
国
に
此
国
を
領
べ
き
人
な
き
か
の
ゆ
へ
に
大
蒙
古
国
は
起
と
み
へ
た
り
。
（傍
点
引
用
者
）

と
あ
る
の
を
始
め
、
『撰
時
抄
』

『下
山
御
消
息
』
等
に
、
蒙
古
国
を

「隣
国
の
聖
人
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

「隣
国
の
聖
人
」
は
、
宗
祖
の
造
語
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
第
１
２
紙
裏
３
行
日
に

『史
記
』
を
引
い
て
、
「隣
国
有
聖
人
　
敵
国
之

憂
也
「
と
あ
る
。
こ
の
文
は
、
隣
国
に
聖
人
が
い
る
こ
と
は
、　
一
つ
の
敵
国
を
持

っ
て
い
る
よ
う
に
気
が
か
り
で
あ
る
、
と
い
＞ュ
思
味
で

あ

っ
て
退
本
来
蒙
古
国
を
指
す
意
味
で
は
な
い
。
し
か
し
宗
祖
は
、
日
本
の
隣
国
で
あ
る
中
国
を
支
配
す
る
蒙
古
国
が
進
攻
し
て
来
る
と

い
う
状
況
を
見
て
、
法
華
経
に
対
す
る
謗
法
の
結
果
起

っ
て
き
た
他
国
侵
逼
難
と
し
て
、
蒙
古
を

「隣
国
の
聖
人
」
と
表
現
さ
れ
た
が
、

そ
の
思
考
の
課
程
で
、
『明
文
抄
』
に
引
用
さ
れ
た

『史
記
』
の
文
を
使
用
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
宗
祖
の
参
照
さ
れ
た
文
献
の
中
に
、
中
国
の
古
典
を
直
接
見
ら
れ
た
と
す
る
意
見
が
あ
り
、
そ
れ
を
否
定
は
で
き
な
い
が

『貞
観
政
要
』
の
よ
う
に
宗
祖
の
親
写
本
が
存
在
す
る
も
の
は
別
と
し
て
、
文
章
執
筆
に
際
し
て
は

『明
文
抄
』
の
よ
う
な
類
衆
本
を
参

照
さ
れ
た
可
能
性
が
強
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
『明
文
抄
』
は
鎌
倉
時
代
初
期
に
は
成
立
し
た
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
日
法
聖
人
が
光
長
寺
蔵
の
本
書
を

筆
写
さ
れ
た
時
期
が
、
宗
祖
滅
後
の
永
仁
四
年

（
一
二
九
六
）
以
後
で
あ

っ
て
も
、
そ
れ
以
前
に
宗
祖
が
本
書
を
見
ら
れ
た
可
能
性
は
否

定
出
来
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
れ
ま
で
光
長
寺
蔵
日
法
聖
人
筆
写

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
検
討
し
、
本
書
が
藤
原
孝
範
編

『明
文
抄
』
の
写
本
の
一
部
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
の
内
容
の
紹
介
と
宗
祖
遺
文
と
の
関
連
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
。



光
長
寺
開
基
同
時
二
祖
日
春

・
日
法
聖
人
が
宗
祖
の
直
弟
子
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
両
聖
人
が
筆
写
さ
れ
た
諸
文
献
が
宗
祖
の
身
辺
に
置

か
れ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
今
後
も
そ
れ
ら
の
文
献
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
祖
聖
人
に
つ
い
て
更
に
具
体
的

な
様
子
が
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
し
て
い
る
。

『天
地
人
三
才
之
巻
』
の
巻
頭
に
、
『明
文
抄
』
と
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
破
損
し
て
い
た
た
め
に
、
明
和
の
目
録
作
成
時
に
は
本

来
の
名
称
が
不
明
と
な
り
、
今
日
ま
で
何
ら
の
検
討
も
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
前
記
の
よ
う
な
考
証
に
よ
っ
て

『明
文
抄
』
の
写
本
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
た
。

し
か
し
、
今
回
十
分
に
考
察
で
き
な
か
っ
た
、
他
の

『明
文
抄
』
写
本
と
の
同
異
や
、
宗
祖
遺
文
と
の
具
体
的
な
関
係
、
鎌
倉
時
代
に

お
け
る
本
書
の
評
価
等
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

尚
、
最
後
に
な
っ
た
が
本
稿
作
成
に
際
し
て
、
重
要
な
法
宝
の
閲
覧
調
査
を
許
可
し
て
頂
い
た
、
大
本
山
光
長
寺
貫
首
久
保
木
日
秀
狙

下
、
調
査
に
立
ち
合

っ
て
頂
い
た
執
事
長
石
田
智
清
上
人
は
じ
め
山
内
各
上
人
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

註

（１
）
　

『宝
物
台
帳
』
巻
頭
に
は
、
「昭
和
四
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
　
宝
物
管
理
委
員
会
に
よ
り
認
め
た
」
と
あ
り
、
末
尾
に
は
「宝

物
台
帳
作
成
の
た
め
昨
日
二
十
五
日
の
調
査
を
整
理
し
た
結
果
に
つ
き
報
告
了
承
を
得
た
」
と
あ
っ
て
、
十
二
月
二
十
六
日
は
『宝

物
台
帳
』
記
載
内
容
が
認
め
ら
れ
た
日
で
あ
る
。

（２
）

本
掴
の
表
紙
に
は
、
「明
和
五
年
戊
子
極
月
吉
日
」
と
あ
り
、
末
尾
に
は
「明
和
五
戊
子
十
二
月
十
三
日
　
徳
永
山
汁
五
代
日
随

傘
化

光
長
寺
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光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
言
一

押
と

と
あ

っ
て
、
作
成
の
時
期
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

（３
）
　

本
書
紙
背
の
具
注
暦
が
永
仁
四
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
成
七
年
度
法
華
宗
教
学
研
究
所
総
会
に
お
け
る
太
田

晴
道
氏
の

「
『天
地
人
三
才
之
巻
』
紙
背
具
注
暦
に
つ
い
て
」
で
、
詳
細
な
考
証
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
尚
、
根
拠
は
示
さ
な
い
も

の
の
暦
が
永
仁
四
年
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
稲
田
海
素
氏

「祖
書
鑽
仰
史
談

（第
四
回
ご

（大
崎
学
報
八
十
九
号
）

も
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
日
法
聖
人
の
伝
記
に
つ
い
て
は
、
『御
法
門
御
聞
書
』
（平
成
二
年
　
大
本
山
光
長
寺
）
解
説
。
原
井
慈

鳳
氏

「聖
人
の
足
跡
を
訪
ね
て
」
亀
無
上
道
』
平
成
元
年
四
月
号
～
六
月
号
、
九
月
号
～
十

一
月
号
、
平
成
二
年
二
月
号
、
二
月

号
）
。
太
田
晴
道
氏

「聖
人
ご
出
自
の
謎
」
翁
無
上
道
』
平
成
元
年
七
月
号
）
同

「日
春

ｏ
日
法
両
聖
人
の
出
会
い
」
（同
前
八
月

号
）
同

「日
法
聖
人
と
日
弁
聖
人
」
（同
前
十
二
月
号
）。
等
が
最
近
の
成
果
で
あ
る
。

（４
）
　

三
才
に
つ
い
て
、
『大
漢
和
辞
典
』
（諸
橋
轍
次
著
　
大
修
館
書
店
　
昭
和
四
十
三
年
）
に
は
、
天

・
地

ｏ
人
の
稽
。
才
は
は
た

ら
き
。
三
極
。
と
あ
る
。

（５
）
　

『天
地
人
三
才
之
巻
』
が
、
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
現
在
も
と
じ
穴
が
残

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
出
来
る
が
、
紙
背
は

具
注
暦
で
あ
る
た
め
に
、
最
初
の
暦
は
巻
子
本
、
紙
背
を
利
用
し
た

『天
地
人
三
才
之
巻
』
は
冊
子
本
、
江
戸
期
に
修
復
さ
れ
て

巻
子
本
と
い
う
変
化
を
辿

っ
た
こ
と
に
な
る
。

（６
）
　

光
長
寺
の
什
物
修
復
に
つ
い
て
は
、
『御
法
門
御
聞
書
』

一
一
五
参
照
。

（７
）

註
（３
）参
照
。

（８
）
　

こ
れ
以
外
の
第
十
四
紙
、
第
十
五
紙
、
第
十
六
紙
に
は

一
行
の
断
簡
部
分
が
接
合
さ
れ
て
お
り
、
第
十
七
紙
は
、
と
じ
穴
部
分

が
切
断
さ
れ
て
い
て

一
行
分
欠
損
し
て
い
る
の
で
、
継
目
部
分
を
剥
し
た
も
の
で
は
な
い
。



（９
）

表
Ⅲ
所
載
の
文
献
に
つ
い
て
、
著
名
な
も
の
が
多
い
の
で
解
題
に
つ
い
て
は
、
問
題
点
の
み
記
す
こ
と
に
し
た
い
。

①

『十
節
記
』
と

『十
節
録
』
に
つ
い
て
、
こ
の
一
≡
日を
同

一
書
と
す
る
見
解
が
あ
る
。
大
島
幸
雄
氏

「十
節
録
」
（補
遺
・覚
書
）

翁
国
書
逸
文
研
究
』
第
九
号
）
四
七
頁
に
お
い
て
、
「そ
の
呼
稽
も
、
引
用
書
に
よ
り
相
違
が
あ
り
、
十
節
録
、
十
節
記
、
ま
た

は
十
節
と
見
え
る
が
正
式
名
稽
の
確
定
は
難
し
い
。
け
れ
ど
も
逸
文
相
互
を
比
較
す
る
と
強
い
類
似
性
が
認
め
ら
れ
同

一
書
を
指

す
こ
と
は
疑
い
な
い
。
」
と
あ
る
。
同
氏
の
見
解
は
、
和
田
英
松
氏

『本
朝
書
籍
目
録
考
鐙
』
（明
治
書
院
昭
和
四
十
五
年
）
の
説

を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『本
邦
残
存
典
籍
に
よ
る
輯
供
資
料
集
成
　
績
』
（京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
編
　
昭
和

四
十
三
年
）
に
お
い
て
は
、
『十
節
記
』
は
子
部
　
第
八
農
家
類
に
含
ま
れ
て
、
中
国
の
文
献
と
さ
れ
て
お
り
、
前
記
の
和
田
英
松

氏
が
掲
げ
た
逸
文
も
全
て
中
国
の

『十
節
記
』
の
文
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
同
書

一
二
四
頁
以
下
参
照
。
本
書
で

『十
節
記
』

『十
節
録
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
年
間
の
歳
時
の
部
分
で
、
中
国
文
献
の
引
用
が
多
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
同
書

か
別
書
か
の
判
断
に
は
今
少
し
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
う
。

②

『彼
岸
斎
法
成
道
経
』
に
つ
い
て
、
『望
月
仏
教
大
辞
典
』
（世
界
聖
典
刊
行
協
会
、
昭
和
四
十
六
年
）
に
よ
れ
ば
、
中
古
以
来

偽
作
さ
れ
た
経
典
の

一
つ
と
見
え
る
。
『彼
岸
會
』
の
項
参
照
。
但
、
中
国
、
日
本
の
ど
ち
ら
で
偽
作
さ
れ
た
か
不
明
の
為
、
中
国

文
献
と
し
て
分
類
し
た
。

③

『庚
申
経
』
に
つ
い
て
、
庚
申
経
と
は

「老
子
守
庚
申
求
長
生
経
」
の
略
称
で
、
延
久
四
年

（
一
〇
七
二
）
入
宋
の
成
尋
が
三

井
寺
唐
院
に

「庚
申
経
」
を
舶
送
し
た
こ
と
が
始
ま
り
で
、
現
在
存
在
し
て
い
る
各
種
の
庚
申
経
は
、
そ
の
原
形
本
を
元
に
作
成

さ
れ
た
と
言
わ
れ
る
。
小
花
波
平
六
氏

「庚
申
経
の
研
究
」
（民
衆
宗
教
史
叢
書
１
７

『庚
申
信
仰
』
雄
山
閣
　
昭
和
六
十
二
年
）

参
照
。

光
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（
１０

）
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④

『本
草
』
に
つ
い
て
、
『塵
添
塔
嚢
抄

・
塔
嚢
抄
』
（濱
田
敦

・
佐
竹
昭
広
共
編
、
臨
川
書
店
　
昭
和
四
十
六
年
）
に
本
書
と
同

一
記
事
が
見
え
る
が
、
編
者
は

『神
農
本
経
』
と
す
る
。

⑤

『陰
陽
秘
方
』
『群
忌
隆
集
』
の
二
文
献
に
つ
い
て
は
内
容
が
不
明
で
あ
り
、
今
後
の
検
討
課
題
と
し
た
い
。

⑥

『任
子
」
に
つ
い
て
は
、
註
（４
）引
用

『大
漢
和
辞
典
』
に
、
任
公
子
に
同
じ
と
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
先
秦
の
人
。
大
き

な
釣
針
と
太
い
釣
絲
と
を
作
り
、
や
が
て
大
魚
を
釣
り
、
其
の
肉
を
乾
肉
と
し
た
と
こ
ろ
、
皆
此
の
魚
の
肉
に
厭
か
な
い
も
の
は

な
か
っ
た
と
い
う
、
話
が
あ
る
。

⑦

『東
宮
切
韻
』
に
つ
い
て
、
川
瀬

一
馬
氏

『古
辞
書
の
研
究
』
（講
談
社
　
昭
和
三
十
年
）
に
解
説
が
あ
る
が
、
先
行
研
究
で
あ

る
註
（９
）引
用
和
田
氏
の
解
説
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
尚
、
本
書
引
用
の

『東
宮
切
韻
』
の
文

（第
５
紙
裏
２
行
日
）
は
逸
文
で

あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
上
田
正
氏

『切
韻
逸
文
の
研
究
』
（汲
古
書
院
　
昭
和
五
十
九
年
）
三
ハ
○
頁
、
四
九
九
頁
に
記
さ
れ

て
い
る
。

③

『諸
道
勘
文
』
に
つ
い
て
、
本
書
引
用
の

『諸
道
勘
文
』
の
文

（第
５
紙
表
３
行
日
）
は
逸
文
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

所
　
功
氏

「
〔補
遺
〕
諸
道
勘
文
」
亀
国
書
逸
文
研
究
』
第

一
七
号
）
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

翻
刻
に
際
し
参
照
し
た
文
献
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『御
注
孝
経
』
（漢
文
大
系
五
　
一昌
山
房
　
昭
和
五
十
九
年
）

『史
記
列
博
上

・
下
』
（漢
文
大
系
六

・
七
）

『韓
非
子
翼
義
』
（漢
文
大
系
八
）

『老
子
翼
』
（漢
文
大
系
九
）



『左
氏
曾
箋
上

・
下
』
（漢
文
大
系
十

ｏ
十

一
）

『毛
詩

ｏ
尚
書
』
（漢
文
大
系
十
二
）

『周
易

・
博
習
録
』
（漢
文
大
系
十
六
）

『讚
記
』
（漢
文
大
系
十
七
）

『准
南
子

・
孔
子
家
語
』
（漢
文
大
系
二
十
）

『管
子
纂
詰

・
晏
子
春
秋
』
（漢
文
大
系
二
十

一
）

『珈
刻
然
　
漢
書

（
一
ｙ

（汲
古
書
院
　
昭
和
四
十
八
年
）

『脚
刻
然
　
後
漢
書

（三
ぎ

（汲
古
書
院
　
昭
和
四
十
八
年
）

『珈
刻
鉢
　
史
記

（
一
ご

（汲
古
書
院
　
昭
和
四
十
七
年
）

『珈
刻
然
　
史
記

（二
ご

（汲
古
書
院
　
昭
和
四
十
七
年
）

『貞
観
政
要

（上
ぎ

（新
釈
漢
文
大
系
９
５
　
明
治
書
院
　
昭
和
五
十
三
年
）

『塩
鉄
論
』
（曽
我
部
静
雄
訳
註
　
山石
波
文
庫
　
昭
和
五
十
七
年
）

『剤
楚
歳
時
記
』
（東
洋
文
庫
三
二
四
　
平
凡
社
　
昭
和
五
十
七
年
）

『大
唐
六
典
』
（文
海
出
版
社
　
中
華
民
国
五
十

一
年
）

（Ｈ
）
　

講
談
社
、
昭
和
三
十
年
発
行
。
川
瀬
氏
に
よ
れ
ば
、
我
国
の
古
辞
書
は
、
奈
良
時
代
三
、

倉
時
代
二

一
あ
る
と
さ
れ
る
。

（‐２
）
　

『赦
藷
拾
芥
抄
』
三
冊
本

（吉
川
弘
文
館
　
明
治
三
十
九
年
）
を
用
い
た
。

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

平
安
時
代
～
鎌
倉
時
代
迄
三

一
、
鎌

二
五



14  13
（
‐５

）

（‐６
）

18  17

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
エ
ハ

川
瀬

一
馬
氏
前
掲
書
五

一
〇
頁
。
『日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
（岩
波
書
店
　
昭
和
五
十
九
年
）
「拾
芥
抄
」
の
項
参
照
。

川
瀬

一
馬
氏
前
掲
書
三
七
頁
に
、
『
口
遊
』
『掌
中
歴
』
『懐
中
歴
』
翌
一中
歴
』
『簾
中
抄
』
等
が
百
科
事
彙
で
あ
り
、
こ
れ
等
の

諸
書
が
当
時
の
貴
族
の
士
女
の
基
本
的
な
教
養
に
資
す
べ
き
教
科
書
と
し
て
編
纂
せ
ら
れ
た
も
の
が
多
い
、
と
述
べ
、
同
様
の
目

的
を
持

っ
て
撰
述
さ
れ
た
も
の
と
し
て

『世
俗
諺
文
』
を
挙
げ
て
、
「形
式
は

一
種
の
熟
語
辞
典
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
内
容
は

金
言
集
と
も
い
ふ
べ
き
修
身
の
教
科
書
と
見
ら
れ
る
」
と
あ

っ
て
、
古
辞
書
と
教
科
書
的
編
纂
物
と
を
区
別
し
て
お
ら
れ
る
。
し

か
し

『世
俗
諺
文
』
に
つ
い
て
、
西
崎
　
一予
編

『日
本
古
辞
書
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
（世
界
思
想
社
　
平
成
七
年
）
で
は
古
辞
書

と
し
て
扱

っ
て
い
る
。

『明
文
抄
』
は
、
続
群
書
類
従
第
二
十
輯
下
　
雑
部

（続
群
書
類
従
完
成
会
　
昭
和
五
十
四
年
）
所
収
の
も
の
を
使
用
し
た
。

『明
文
抄
』
に
つ
い
て

『群
書
解
題
　
第
八
巻
』
（続
群
書
類
従
完
成
会
　
昭
和
五
十

一
年
）
で
は
、
「鎌
倉
時
代
初
期
の
分
類
漢

語
章
句
抄
録
」
と
あ
り
、
『日
本
古
典
文
学
大
辞
典
　
第
五
巻
』
貧
石
波
書
店
　
昭
和
五
十
九
年
）
で
は
、
「漢
語
の
故
事
金
言
集
」

と
あ
る
。

『補
訂
版
国
書
総
目
録
　
第
七
巻
』
貧
石
波
書
店
　
平
成
二
年
）
で
は
、
東
洋
文
庫
岩
崎
文
庫

（鎌
倉
時
代
写
二
軸
）、
宮
内
庁

書
陵
部
伏
見
宮
家
本
、
東
京
大
学
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所

（神
宮
蔵
本
写
）、
彰
考
館
文
庫
、
神
宮
文
庫
、
真
福
寺

（正
安
元

写
）
、
尊
経
閣
文
庫

（鎌
倉
末
期
写
）
、
天
理
図
書
館
吉
田
文
庫
、
無
窮
会
神
習
文
庫
、
旧
彰
考

（焼
失
）、
三
条
家
、
の
写
本
を
掲

げ
て
い
る
が
、
鎌
倉
時
代
の
写
本
は
三
種
で
あ
る
。

『日
本
古
典
文
学
大
辞
典
　
第
五
巻
』
「藤
原
孝
範
」
の
項
参
照
。

両
書
を
比
較
し
た
折
に
、
元
と
無
、
万
と
高
の
よ
う
な
違
い
、
『明
文
抄
』
本
文
に
異
本
に
あ
る
と
し
て
注
記
さ
れ
て
い
る
よ
う



（
‐９

）

（
２０

）
25  24  23  22  21

な
違
い
は
含
ん
で
い
な
い
。

例
え
ば
石
川
教
張
氏

「日
蓮
聖
人
の
図
書
活
動
」
翁
日
蓮
聖
人
大
事
典
』
図
書
刊
行
会
　
昭
和
五
十
八
年
）
に
は
具
体
的
に
聖

人
が
読
ま
れ
た
本
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

宗
祖
の
見
ら
れ
た
天
台
宗
関
係
の
文
献
に
つ
い
て
は
、
浅
井
円
道
氏

「日
蓮
聖
人
の
日
本
天
台
史
観
に
つ
い
て
」
翁
日
蓮
聖
人

研
究
』
平
楽
寺
書
店
、
昭
和
四
十
七
年
）
同

「日
蓮
の
日
本
天
台
史
観
」
翁
印
度
学
仏
教
学
研
究
」
二
〇
―
二
）
に
示
さ
れ
て
お

り
、
個
別
的
な
研
究
と
し
て
宗
祖
と

『宝
物
集
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
小
泉
　
弘
氏
編

『宝
物
集
　
　
中
世
古
写
本
三
種
』

解
説

（古
典
文
庫
　
昭
和
四
十
六
年
）。
今
成
元
昭
氏

コ
宝
物
集
』
と
日
蓮
遺
文
―
小
泉
弘
氏
説
の
再
検
討
―
」
翁
中
世
文
学
　
資

料
と
論
考
』
笠
間
書
院
　
昭
和
五
十
三
年
）
等
が
あ
り
、
宗
祖
と

『扶
桑
略
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
『扶
桑
略
記
』

逸
文
再
考
」
翁
日
本
歴
史
の
構
造
と
展
開
』
山
川
出
版
社
　
昭
和
五
十
八
年
）
等
が
あ
る
。

拙
稿

「光
長
寺
蔵

「山
門
奏
状
」
に
つ
い
て
」
名
古
文
書
研
究
』
第
二
十
九
号
　
平
成
六
年
）
参
照
。

『昭
和
定
本
日
蓮
聖
人
遺
文
』
（以
下

『定
遺
』
と
略
称
）
第

一
巻
四
五
四
頁
。

『定
遺
』
第
二
巻

一
〇
四
七
頁
。
真
蹟
存
。

『定
遺
』
第
二
巻

一
三
二
五
頁
。
真
蹟
存
。

『史
記
』
の
文
章
を
引
用
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。
秦
本
紀
膠
公
二
十
四
年
条
。

三
十
四
年
楚
太
子
商
臣
拭
・■
（父
成
王
一代
立
。
膠
公
於
レ是
復
使
二孟
明
視
等
将
レ兵
伐
五
日
。
戦
レ於
二彰
衛
・。
秦
不
レ利
。
引
レ兵
帰
。

戎
王
使
二由
余
於
ラ秦
。
由
余
其
先
晉
人
也
。
区
入
レ戎
。
能
三
日
言
一。
聞
二膠
公
賢
一故
使
二由
余
観
ラ秦
。
秦
膠
公
示
以
二宮
室
積
衆
・

由
余
日
。
使
二鬼
為
レ之
。
則
労
レ神
実
。
使
二人
為
レ之
。
亦
苦
レ民
臭
。
膠
公
怪
レ之
間
日
。
中
国
以
二詩
書
礼
楽
法
度
一為
レ政
。
然

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一八

尚
時
乱
。
今
戎
夷
無
レ此
。
何
以
為
レ治
。
不
二亦
難
・乎
。
由
余
笑
曰
。
此
乃
中
国
所
レ以
レ乱
也
。
夫
自
二上
聖
黄
帝
作
為
礼
楽
法
度

・。
身
以
先
レ之
。
僅
以
小
治
。
及
其
後
世
。
日
以
騎
涯
。
阻
二法
度
之
威
・。
以
責
二督
於
レ下
。
下
罷
極
。
則
以
二仁
義
・怨
二望
於
ラ

上
。
上
下
交
争
怨
。
而
相
纂
拭
。
至
レ於
レ滅
レ宗
。
皆
以
二此
類
一也
。
夫
戎
夷
不
レ然
。
上
舎
二淳
徳
一以
遇
・■
（下
・。
下
懐
二忠
信
一以

事
・■
（上
・。　
一
国
之
政
。
猶
三

身
之
治
・。
不
レ知
レ所
レ以
レ治
。
此
真
聖
人
之
治
也
。
於
レ是
膠
公
退
而
間
二内
史
蓼
一日
。
孤
聞
郊
国

有
二聖
人
。
敵
国
之
憂
也
。
今
由
余
賢
。
寡
人
之
害
。
将
去
ダ
之
何
・。
内
史
彦
日
。
戎
王
虎
二辟
匿
・。
未
レ聞
三中
国
之
声
・。
君
試
遺
二

其
女
楽
・以
奪
・■
（志
・。
為
二由
余
≧
鵡
以
疏
・■
（間
・。
留
而
莫
レ遺
。
以
失
・■
（期
・。
戎
王
怪
レ之
。
必
疑
二由
余
・。
君
臣
有
レ間
。
乃
可
レ

虜
也
。
且
戎
王
好
レ楽
。
必
怠
レ於
レ政
。
膠
公
日
。
善
。
因
興
二由
余
一曲
席
而
坐
。
博
レ器
而
食
。
問
・・一其
地
形
典
・Ｌ
釜
（勢
・。
蓋
舎

而
後
令
下内
史
蓼
以
二女
楽
二
八
・遺
中戎
上
王
。
戎
王
受
而
説
レ之
。
終
年
不
レ還
。
於
レ是
秦
乃
帰
二由
余
・。
由
余
数
諌
。
不
レ聴
。
膠

公
又
数
使
二人
間
二要
由
余
。
由
余
遂
去
降
レ秦
。
膠
公
以
二客
礼
一礼
レ之
。
（和
刻
本
正
史

『史
記

（
一
と
　
一
〓
一四
頁
）

尚
、
「隣
国
聖
人
一Ｊ
百

は

『韓
非
子
』
に
も
あ
る
。

昔
者
戎
王
使
二由
余
聘
二於
秦
・。
穆
公
問
レ之
日
。
寡
人
嘗
聞
レ道
。
而
未
レ得
ニロ
見
ラ之
也
。
願
聞
二古
之
明
主
。
得
レ国
失
レ国
何
常

以
・。
由
余
対
日
。
臣
嘗
得
レ聞
レ之
臭
。
常
以
レ倹
得
レ之
。
以
レ奢
失
レ之
。
穆
公
日
。
寡
人
不
レ辱
。
而
問
二道
於
子
・。
子
以
レ倹
対
ニ

寡
人
一何
也
。
由
余
対
日
。
（中
略
）
臣
故
日
。
倹
其
道
也
。
由
余
出
。
公
乃
召
二内
史
彦
一而
告
レ之
日
。
寡
人
間
。
郊
国
有
二聖
人

・。
敵
国
之
憂
也
。
今
由
余
聖
人
也
。
寡
人
患
レ之
。
吾
将
二奈
何
・。
内
史
彦
日
。
臣
聞
。
戎
王
之
居
。
僻
歴
而
道
遠
。
未
レ間
二中
国

之
声
・。
君
其
遺
二之
女
楽
・。
以
乱
・■
（政
・。
而
後
為
二由
余
≧
雷
期
。
以
疏
・■
（諫
・。
彼
君
臣
有
レ間
。
而
後
可
レ図
也
。
（中
略
）由
余

帰
。
因
諫
二戎
王
・。
戎
王
弗
レ聴
。
由
余
遂
去
之
レ秦
。

名
漢
文
大
系
　
八
　
韓
非
子
翼
義
』

第
二
巻
　
十
過
第
八
　
一
〓
一頁
）



（２６
）

諸
橋
轍
次
氏

『中
国
古
典
名
言
事
典
』
（講
談
社
　
昭
和
五
十
四
年
）
　

四
〇
五
頁
。

（２７
）
　

隣
国
の
聖
人
に
つ
い
て
、
遺
文
の
解
説
で
は

「蒙
古
」
の
意
味
で
記
さ
れ
て
い
る
。
『日
蓮
聖
人
遺
文
辞
典
　
歴
史
編
』
（身
延

山
発
行
　
昭
和
六
十
年
）
で
は
、
隣
国
は
蒙
古
の
こ
と
。
隣
国
の
聖
人
＝
天
の
御
使
が
謗
法
の
国
日
本
を
治
罰
す
る
、
と
い
う
意

味
に
と
る
。
『本
化
聖
典
大
辞
林
』
（山
喜
房
仏
書
林
　
昭
和
四
十
三
年
）
で
は
、
梵
帝
虹
に
天
照
太
神
等
隣
国
の
聖
人
に
仰
せ
つ

け
ら
れ
、
此
国
謗
法
を
責
む
る
云
々
は
仮
構
の
想
に
し
て
現
在
の
事
実
に
あ
ら
ず
、
た
だ
冥
約
の
義
よ
り
推
断
し
て
然
る
の
み
、

又
是
れ
大
法
弘
通
令
法
久
住
之
方
便
な
り
と
の
円
解
に
倹
つ
。
語
に
拘
泥
す
べ
か
ら
ず
。
と
あ
っ
て
、
隣
国
の
聖
人
の
考
証
は
な

い
。

（２８
）
　

『日
蓮
聖
人
真
蹟
集
成
　
第
六
巻
』
（法
蔵
館
　
昭
和
五
十
二
年
）
に
よ
れ
ば
、
『貞
観
政
要
』
の
宗
祖
写
本
は
、
北
山
本
門
寺
ヽ

京
都
市
瑞
龍
寺
の
他
、
静
岡
県
　
碁不
徳
寺
、
兜
木
正
享
、
京
都
市
　
本
囲
寺

・
項
妙
寺

・
本
法
寺
、
山
梨
県
　
本
遠
寺
、
新
潟
県

本
成
寺
に
断
片
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

付
記本

稿
執
筆
中
、
明
文
抄
に
関
す
る
先
行
研
究
と
し
て
遠
藤
光
正
氏
『明
文
抄
の
研
究
並
び
に
語
彙
索
引
』
（現
代
文
化
社
　
昭
和
四
十
八

年
）
・
同

『類
書
の
伝
来
と
明
文
抄
の
研
究
』
（あ
さ
ま
書
房
　
昭
和
五
十
九
年
）
の
存
在
を
知
っ
た
が
、
時
間
的
制
約
も
あ

っ
て
参
照

出
来
な
か
っ
た
。
先
行
研
究
と
対
比
し
て
の
検
討
は
、
改
め
て
論
じ
た
い
。

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

二
九



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

天
地
人
三
才
之
巻
　
本
文

（第
１
紙
表
）

天
道

口
‐‐
‐‐
一　
　
天
象
部
　
　
地
儀
部
　
　
帝
道
部

天
象
部

大
哉
乾
元
　
萬
物
資
始
　
乃

統
二天
一　
雲
行
雨
施

（天
力
）

カ
キ
，
ル

□
　
　
道
膚
レ満
　
鬼
神
福
レ謙
臭
　
後
漢
書

皇
天
無
私
阿
一
　

文
選

天
道
元
親
　
常
興
聖
［人
一　
老
子

天
所
レ授
　
雖
レ賤

必
貴
　
史
記

人
衆

者
勝
レ天
　
，
定
亦
破
レ人

イ
マシメ
　　
　
　
　　
　
　
タ
ハム
ル
（瑞じ
）

天
戒
　
誠
不
レ可
レ戯

　

□

天
之
應
レ人
　
敏
二於
影
響
　
己
上
同

品
物
流
レ形
　
周
易

三

〇

（紙
折
目
）

（第
１
紙
裏
）

天
道

天
之
至
高
　
而
聴
至
卑
　
蜀
志

露
鳴
二千
九
皐
一　
馨
聞
干
天
一　
毛
詩



謂
二天
蓋

高
シ
・　
不
三敢
不
都
弓
↓　
謂
地
蓋
厚
　
不
三敢
不
↓
眈
ヌ
「
シ

覆

而
無
レ外
者
天
也
　
其
徳
無
レ不
レ在
載
而
無
レ棄

者
地
也

其
物
莫
レ不
レ殖
　
孝
経

惟
天
地
　
萬
物
父
母
　
惟
人
　
萬
物
之
霊
　
　
周
易

天
地
尚
不
能
レ久
　
而
況
於
レ人
乎
　
老
子

（廣
力
）

天
□
　
　
而
無
二以
自
覆
一　
地
厚
　
而
元
二以
自
載

・　
後
漢
書

茶

・私

吟

≪

蠣

）需

報
・髪

一ヽ

架

レ危

墓

瞬

話

（紙
継
目
）

（第
２
紙
表
）

蜃1月 |

報
二廣
一　
君

フ耐
て

不
三為
小
人
之
匈

く
耐
家
・一其
行
一　
文
選

天
稽
↓
其
高
一者
　
以
レ元
不
レ覆
　
地
稽
・■
（廣
一者
　
以
レ元
不
レ載

稀
・■
（明
一者
　
以
レ元
不
レ照
　
四
海
稽
・Ｌ
（大
一者
　
以
レ無
レ不
レ客

天
不
三可
二階

テ
而ゝ
升

一　
地
不
可
尺
寸
而
度
　
周
牌

日
　
不
三知
二夜
一　
月
　
不
三知
塾
景
　
淮
南
子

瓢
風
　
不
レ終
レ朝
　
螺
雨
　
不
レ終
レ日
　
老
子

木
雖
レ豪

り無

レ疾
風
不
レ折
　
培
雖
レ楳

り無
大
雨
不
壊
　
管
子

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

同 日
月



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

雲
霧
　
　
　
　
壺云
霧
之
盛
　
須
突
而
詑
　
暴
雨
之
盛
　
不
過
二終
日
・

甚
霧
之
朝
　
可
二以
細
書
一　
不
可
三以
望
二尋
常
之
外
・
大
平
御
覧

淮
南
子

一一一二

（紙
折
目
）

（第
２
紙
裏
）

雨
雪
三
日
雨

霜
為
事

雪
盈
尺

為
瑞
事

春子
日
松
事

凡
雨
自
聾
一日
一以
往
為
霧
　
平
地
尺
馬
大
雪
　
左
博

盈
レ尺
則
呈
二瑞
於
豊
年
一　
表

レ丈
則
表
二診
　
於
陰
徳
一　
文
選

夫
春
者
歳
之
始
也
　
始
得
・■
（正
一則
三
時
有
レ成
　
後
漢
書

斗
柄
指
東
　
天
下
皆
春
　
　
鶏
冠
子

衆
人
熙
凛
　
如
春
登
レ蔓
　
老
子

欣
莫
欣
号
春
日
　
悲
莫
悲
号
秋
夜
　
太
平
御
覧

歳
首
　
祝
折
二松
枝
一　
男
七
女
二
七
　
初
学
記

正
月
子
日
登
岳
何
　
博
云
　
正
月
七
日
登
岳
遠
望
四
方
　
得

陰
陽
静
氣
一　
除

二煩
悩
一之
術
也
　
十
節
記

（紙
継
目
）

（第
３
紙
表
）



□

羹
十
五
日
粥

彼
岸

正
月
七
日
　
俗
以
二七
種
菜
一作
レ羹
食
之
　
令
人
無
二万
病
・也
　
刑
楚
歳
時
記

正
月
十
五
日
　
亥
時
　
煮
二小
豆
粥
一　
馬
二天
狗
一祭
二庭
中
案
上
・　
則
其
粥

凝
時
　
東
向
再
井
長
脆
服
　
レ之
　
終
レ年
無
疫
氣
　
世
風
記

昔
呉
縣
張
成
　
夜
出
　
屋
　
南
角
見
二

青
衣
童
子
・　
謂
成
云

我
是
家
算
　
君
至
二正
月
半
一　
作
靡
於
此
祭
我
　
ゝ
令

レ汝
今
年
大
得
意
　
一二
百
倍
　
績
斉
諧
記

佛
住
讐
並鷲
山
中
・　
放
無
邊
光
明
・　
照
十
方
世
界
　
是
時

阿
難
向
而
作

是
言
　
以
何
因
縁
　
元
上
尊
　
放
二廣
大
元
邊

之
光
明
一　
昭
（
諸
方
界
　
唯
願
説

其
因
縁
　
佛
告

ク　
阿
難

（紙
折
目
）

（第
３
紙
裏
）

是

一
切
衆
生
　
依
輛
〓
一八
月
齊
　
十
方
世
界
　
一
切
降
暉
Ч
ヵ
）

離
苦
得
楽
霊
瑞
而
己
　
若
有
三

切
男
子
女
人
一　

一
日

一
夜

一
時

一
念
　
欲
到
十
紡
評
錐
彼
岸
者
　
一
一月
八
月
八
王
尭

會
時
　
脩
到
彼
岸
齊

食
法

　

應
四掃
一一命
頂
三礼
過
去

五
十
三
佛
名
　
彼
岸
齊
法
成
道
経

韓
醐
三
日
　
　
一二
月
二
日
草
餅
何
　
土日
周
幽
王
溜
乱
　
群
臣
愁
苦
　
干
時
設

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

河
上
曲
水
宴
　
或
人
作
二草
餅
・貢
二幽
王
・　
ゝ
嘗
其
味
馬
レ美
也

王

脈

醍
）
餅
珍
物
也
　
可
レ献
宗
廟
　
周
世
大
治
　
遂
二致
大
平
一　
後

人
相
博

酢
）
草
餅
　
一二
月
二
日
進
二子
祖
霊
・　
草
餅
之
興
従
レ此

三

四

（紙
継
目
）

（第
４
紙
表
）

桃
花
酒

夏□
祭

端
牛

長
命
綾

文
人

棟
葉

始
臭
　
十
節
録

是
日
　
酒
漬

桃
花
飲
レ之
　
除
百
病
　
益
二顔
色
一　
本
草

孟
夏
之
月
　
其
祀
竃
　
祭
先

臓
　
注
云
　
夏
陽
氣
也
盛

熱
於
外
　
祀
之
於
竃
　
従

熱
類
也
　
礼
記

五
月
五
日
　
以
・一五
色
絲
一　
繋
腎
　
攘

り
悪
鬼
　
令
人
一不
病
温
　
一
名

長
命
綾
　
一
名
績
命
纏
　
一
名
辟
兵
給
　
風
俗
通

是
日
　
剤
楚
人
皆
賜
百
草
　
採
文
馬
人
懸
二門
戸
之
上
・

以
攘

土母
氣
者
也
　
剤
楚
歳
時
記

是
日
　
俗
人
取
棟

葉
侃
之
　
一ム
避
悪
　
證
類
本
草

（紙
折
目
）

（第
４
紙
裏
）

蘭
湯
　
　
　
　
是
日
　
採
レ蘭
以
水
煮
之
　
馬
湯
沐
浴

令
レ人
辟
除
刀
兵



粽昌
蒲
酒

五
月
不

葺
屋
事

伏
日
不
可

出
行
事

攘

却
　
悪
鬼
　
大
戴
記

是
日
　
屈
原
自
投

津
濯
而
死
　
楚
人
哀
之
　
毎
至
此
日
　
以

竹
筒
貯

ェ̈米
　
投
之
　
祭
之
　
績
齊
諧
記

是
日
　
稜
子
等
勿
多
食
　
ゝ
詑
取
昌
蒲
根
七
菫
　
各
長

一
寸

漬

酒
中
服
之
　
四
民
月
令

ぃ
日
一
π
耀
帝
［
〔
榊
中
一
け
蜘
』
通

初
令
伏
閑
　
墨
レ日
　
後
漢
書

注
　
漢
奮
儀
日
　
伏
者
　
萬
鬼
行
故
蓋
日
　
間
不
干

他
事
也
　
師
説

（紙
継
目
）

（第
５
紙
表
）

伏
者
　
必
在
庚
日
也
　
此
日
白
虎
　
在
中
　
自
虎
　
主
於
死
喪
　
故

属
鬼
　
此
日
行
事
依
レ此
閑
門
　
不
レ馬
他
事
　
以
避
疫
鬼
之
害
也

又
日
　
馬
避
邪
氣
墨
日
忌
也
　
一二
伏
之
忌
　
自
秦
始
之
　
諸
道

勘
文
云
　
先
年
陰
陽
師
時
親
　
以
伏
日
澤
申
　
行
幸

日
　
而
國
成
朝
臣
難
云
　
伏
日
不
可
出
行
者
　
時
親
云

陰
陽
道
殊
不
用
後
漢
書
者
　
國
成
云
　
後
漢
書
以
金
遺

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

二
五



奎
|

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

経
所
注
也
者
　
時
親
無
陳
旨
行
幸
延
引
ノ

仲
春
之
月
　
天
子
開
氷
　
注
春
秋
博
日
　
古
者
日
　
在
北
陸
而

蔵

氷
ヒ　
西
陸
朝
観
而
出
之
　
其
蔵

卜
氷
也
　
深
山
窮
谷
　
固
陰
冴

（紙
折
目
）

（第
５
紙
裏
）

寒
　
於
是
乎
取
之
　
礼
記

凌
　
氷
室
也
　
蔵
氷
之
室
也
　
今
案
周
礼
凌
人
掌
レ氷
　
東
宮
切
韻

仁
徳
天
皇
六
十
二
年
五
月
　
此
歳
額

田
大
中
彦
皇
子
猫

干
闘
鶏
　
皇
子
自
二山
上
　
望
之
　
謄
野
中
有
物
　
其
形
如

慮
　
併
遣
使
者
令
ン視
　
湮返
末
之
日
窟

也
　
目
喚
闘
鶏

稲
置
大
山
主
間
之
日
　
有
・■
（野
中
一者
何
窟
臭
　
啓

之

曰
　
氷
室
也
　
皇
子
日
　
其
蔵
如
何
　
亦
実

用
′レ焉
　
日
　
堀
レ土

丈
餘

（剛
辟
）
部
其
上
　
郭
ク敷
ガ
葬
取
氷コ
以
置
其
上

既
経
夏
月
而
伴
　
其
用
即
営
熱
月
漬

氷
酒
以

（紙
継
目
）

（第
６
紙
表
）



（秋
力
）

□
七
月
七

日
索
餅

用
也
　
皇
子
則
絡
二末
其
氷
・　
献
子
御
所
　
天
皇
歓

之ヲ

自
是
以
後
　
毎
営
季
冬
　
必
蔵
氷
　
至
干
春
分
始
散
氷
也
　
日
本
記

氷
室
廿

一
動
潮
朝
針
桂
状
半
　
駄
聖
整
料
　
河
空
室
　
以
見
役

僑
丁
内
　
随
レ損
修
之
　
氷
池
五
百
丹

）虎
　
ｍ
鰹
情
助
駄
醸
江
嶽
抑
耕
鹸

丹
波
九
十
庭
　
　
幕
社一二電式
【

七
月
七
日
　
索
餅
何
　
昔
高
辛
氏
小
子
　
以
七
月
七
日
去
　
其

霊
無
・一
一
足
　
成
二鬼
神
一　
於
人
致
二鷹
病
一　
其
霊
常
食
麦
餅
　
故

営
其
死

日
　
以
索
餅
祭
其
霊
　
後
人
是
日
食
索
餅

其
年
中
元
二鷹
病
一　
十
節
記

（紙
折
目
）

（第
６
紙
裏
）

八
月

一
日

天
中
節
事

消
二除
失
火

・
盗
賊

・
疾
病

・

氣
方
木
一燒
墨
磨
　
八
月

一
日

節
赤
口
白
舌
随
節
滅
押
門
一√

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

口
舌

・
穴
難
一方
　
七
月
晦
日
取
二生

ゝ
出
以
前
書
八
月

一
日
天
中

陰
陽
秘
方

三
七



重
陽
栗
吏
以
繋
腎

層1曇 |

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
」
に
つ
い
て

昔
大
國
后
　
於
二天
中
楼
・有
二契
事
・

成
二火
神
　
燒
天
中
楼
之
時
　
后
児
云

口
白
舌
随
節
滅
　
成
此
児
之
時
火
滅
ム
其
人
依
不
遂
素
懐
　
忽

八
月

一
日
天
中
節
赤

或
書

．ム　
節
言
契
也
一√

九
月
九
日
　
費
長
房
縫
嚢
盛
栗
吏
　
以
繋
レ臀
登
山

飲
菊
酒
　
以
免
二災
厄
一　
世
風
記

漢
武
帝

　

砒
）
日
侃
栗
英
　
食
餅
飲
菊
花
酒
　
令
人
長
訓

三

八

（紙
継
目
）

（第
７
紙
表
）

久
ヽ

亥
□
餅

朔
旦
冬
至

（閉
凍
）
　

ザ
ル
多
タ
　
　
　
　
ス
ル

冬
日
之

目
□

也
　
不
レ固
　
則
春
夏
之
長
草
木
也
　
不
レ茂
　
韓
子

氷
塞
長
河
　
雪
満
群
山
　
文
選

十
月
亥
日
食
レ餅
　
除
万
病
一　
群
忌
隆
集

漢
武
帝
　
得
二辛
已
朔
旦
冬
至
　
公
孫
卿
日
　
黄
帝
得
賢

（観
）神

緻
）

是
歳
己
酉
朔
旦
冬
至
　
得
天
地
之
紀
　
終
　
而
復

始
　
今
与
黄
帝
時
等
　
史
記

神
亀
二
年
十

一
月
　
天
皇
御
二大
安
殿
一　
受
冬
至
賀
　
國
史



臓
者
　
歳
終
大
祭
　
縦

　

吏
人
宴
飲
也
　
察
昌
獨
断

人
腹
中
有
Ｌ
一層
一　
馬
人
大
害
　
　
常
庚
申
之
夜
　
上
告
二天
帝

（紙
折
目
）

臓庚
申
三
層（第

７
紙
裏
）

寒
暑

寒
暑
不
調
有

病
事

良
辰
美
景

聞
月

漏
剋

記
人
罪
過
　
絶
人
生
籍
　
庚
申
之
夜
　
不

寝
　
不

得
上

天
　
庚
申
経

日
往
則
月
末
　
月
往
則
日
末
　
日
月
相
推
而
明
　
生
焉
　
寒

往
則
暑
末
　
暑
往
則
寒
末
　
寒
暑
相
推
而
歳
成
焉
　
周
易

寒
暑
不
レ時
則
疾
　
風
雨
不
レ節
フ則
餞

へ
礼
記

寒
暑
既
調
　
則
時
無
二疾
疫
一　
風
雨
不
節
　
則
歳
有
飢
荒
　
帝
範

天
下
良
辰
美
景
　
賞
心
楽
事
　
四
者
難
レ井
　
同

五
歳
再
閏
　
凡
閏
十
九
年
七
聞
　
馬
二

帝
・五
歳
再
閏
者
二
　
故
略
挙
二其
凡
一也
　
周
易

閏
月
　
詔
二王
居
門
終
月
　
周
礼

（赤
月
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ツ
ク

□

明
天
皇
五
年
　
皇
太
子
初
造
漏
剋
　
使
三民
知
二時
一　
天
皇
十
年
置
漏
剋

（紙
継
目
）

（第
８
紙
表
）
於
新
墓
始
打
二候
時
鐘
鼓
一　
此
漏
剋
者
天
皇
馬
皇

太
子
之
時
始
　
親
自
　
所
二製
作
一也
　
諸
道
勘
文

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

二
九



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

地
儀
部

酬
川
　
　
　
　
大
河
之
源
其
山
欝
然
　
小
川
之
流
其
岳
童
焉
　
貞
観
格

道
路
　
　
　
　
江
淮
之
難
　
不
過
剣
閣
　
山
川
之
険
　
不
過
眠
漢
　
晋
書

湖
漱
靴
井
道
　
凡
向
二官
私
宅
　
若
道
径
郷
者
　
笞
五
十
　
放
レ弾
　
及
投
瓦
石
者
　
答
汁
　
律

報
道
路
罪
科
　
凡
侵サ
ニ′レ巷
街
肝
隔
一者
　
杖
六
十
　
若
標
属
蜀
毎
ル者
　
答
汁
　
同

端嫁断面軸汚京
中
諸
家
　
或
穿
レ垣
引
レ水
　
或
奎

レ水
浸

途
　
一且
仰
所
司
咸

四

〇

（紙
折
目
）

（第
８
紙
裏
）

都
部
路
可

植
菓
樹
事

海
路
可

有
泊
事

伸
一一修
管
・　
不
レ責
レ弘
二流
水
於
家
内
一　
唯
禁
二
露

一
一汚
械
於
粗
雑
格

タ
ンリ
イ
コ
フ　
　
　
　
　
　
　
　
（百夏
）　
　
　
　
　
カ
ケ

道
路
百
姓
末
去
不
絶
　
樹
在

■́
（傍
　
足

三息

二疲
乏
一
　

百

則
就
レ蔭

避
熱
　
飢
則
摘
子
敢

之
　
同

夫
赴
二長
途

・者
　
次

客
舎
而
得
レ息
　
渡
巨
海
者
　
入
隈
泊
而
免

フ
シ
　
　
　
　
　
ヌ
　
　
　
　
　
　
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
（群之
）

レ危
　
則
知
海
路
之
有
船
瀬
　
猶
三陸

道
之
有
連
　
旅

・　
貞
観
格



毎
坊
門
可

置
兵
事

朱
雀
者
両
京
之
通
道
也
　
左
右
帯

着́
ｒ
　
人
居
相
隔
　
東
西
分
レ坊

門
衛
無
二置
一　
日
滋
墓
旦馬
馬
牛
之
関
圏
　
夜
馬
二盗
賊
之
渕
府
・

望
請
　
毎
坊
門
置
兵
士
二
人
　
上
下
分
番

垣
）カロョニ掌
護
・　
便
即
令

（紙
継
目
）

（第
９
紙
表
）

人
家
管
措
出

路
頭
罪
科
事

神
泉
苑
邊
可

垣
柳
京
路
営
家
毎

月
可
掃
除
事

門
屋
事

京
中
不
可
作

田
事

夜
行
之
兵
衛
毎
レ夜
巡
二検

ョ兵
士
之
直
否
一　
同

諸
舎
屋
管
措
二
出
路
頭
井
他
人
領
地
方
・者
　
科
不
應
重
罪

可
研
奔
也
　
不
應
馬
重
罪
杖
八
十
軽
笞
丹
　
延
喜
式

凡
神
泉
苑
廻
　
地
十
町
内
　
令
京
職
栽
柳
切
剛
　
式

凡
京
路
皆
令
営
家
毎
月
掃
除

ョ
左
京
式

凡
大
路
建
二門
屋
一者
　
一二
位
已
上
　
及
参
議
聴

之
　
延
喜
左
京
式

凡
京
中
不
レ聴

三せ管
二水
田
一　
但
大
小
路
邊
及
卑
瀑

之
地
　
聴
殖

水
恣

芹
蓮
之
類
　
不
レ得
因
レ此
廣
溝
迫

路
　
延
喜
左
京
式

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四

一



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四

二

（紙
折
目
）

（第
９
紙
裏
）

相
剰
大
学
穀
倉
院
等
邊
京
職
可
掃
除
事

陽
防
可
植
樹
事

市

凡
神
泉
　
大
學
廻
地
　
令
京
職
掃
除
之
　
穀
倉
院
亦
　
同
式

凡
堤

内
外
井
堤
上
　
多
殖
楡

・
柳

・
雑
　
樹
　
充

二堤
堰

用
一　
令

凡
近
二大
水
・　
有
促
坊
之
虎
　
國
郡
司
以
時
検
行
　
令

夫
用
レ貧
求
レ富
　
農
不
三如
二工
一　
ゝ
不
ン如
商
　
刺
二繍
文
一　
不
如
侍
市
門
一　
史
記

一
市
不
レ安
　
則
天
下
之
市
心
揺
臭
　
一
関
不
安
　
則
天
下
之
関
心
動
臭
　
唐
暦

宗
廟
之
器
　
不
粥
於
市
　
家
語
　
欲
レ知
馬
債
一　
先
問
狗
　
後
漢
書

亦
難
翻
噂
癸
聾
帳或薇
、
り賽
げ
・ム暑

加
譴
責
依
賓
造
進
　
延
喜
格

（紙
継
目
）

（第
１０
紙
表
）

凡
商
頁
之
輩
　
浩
債
之
外
　
若
有
妄
増

二物
直
一者
　
不
論
蔭

贖
登
時
見
決
　
延
喜
式

囲
刻
　
　
　
　
百
萬
買
宅
　
千
萬
買
隣
也
　
南
史



響1唇 |

（日川）　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ク

□

庫
蔵
及
倉
内
　
皆
不
得
燃
火
　
違
者
杖

一
百
　
律

経
二始
霊
墓
一　
経
之
螢
之
　
庶
民
攻

之
　
不
日
成
之
　
毛
詩

使
鬼
馬

　

之
則
労
　
神
臭
　
使
レ人
馬

之
恐
　
苦

二民
一臭
　
史
記

成
王
在
Ｌ
景
　
欲
レ宅
二洛
邑
・　
使
召
公
先
相
ン宅
　
大
保
朝
至
干
洛

ト
レ宅
　
其
己
得
ニト
一　
則
経
管
　
尚
書

粛
何
治
未
央
宮
・　
立
東
闘

・
北
開

ｏ
前
殿

・
武
庫
大
倉
一　
上
見

（紙
折
目
）

（第
１０
紙
裏
）

其
壮

麗

　

甚
怒
　
謂
何
日
　
天
下
匈
ゝ
苦
数
歳
成
敗
未
可
知

レ　
ソ　　　
　　　
タ
ル　
　
　
　
ナ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（口四
）　
ニナ
ス

是
何
治
宮
室
過
レ度
也
　
何
日
　
天
下
方
未
レ定
故
可

曰

遂
就

宮
室
且
夫
天
子
以
四
海
馬
レ家
　
非
令

壮
麗

元

三以
重
二威
一且

元
四
　

令
三後
世
有
二以
加
・也
　
上
説

　

漢
書

楚
起
章
華
之
墓
而
黎

民
散
　
秦
興
阿
房
之
殿
而
天
下
乱

工
巧
　
　
　
　
工
不
役
鬼
　
必
在
レ役

レ人
　
物
不
天

降
　
終
　
由

レ地

遅
巧

　

不
如
拙
　
速
　
　
梁
書
　
工
欲

釜
口
其

事

―
―
　
　
　
　
　
　
ス
リ
　

キ　
　
ζ
シ
（大
）
　

　

　

　

　

　

ス

燕
雀
相
賀
事
　
湯
沐
具

　

而
蛾
風
相
弔
　
□
　
夏
成
　
而
燕
雀
相
賀

磁
撻
師
到
　
　
凡
私
第
宅
　
皆
不
レ得
三趣
模
閣
　
臨
二稀
人
家
一　
令

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

同
（̈
印
）
　
産層
童
日

必
先
利

其
器

淮
南
子

漢
書

四
三



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四

四

（紙
継
目
）

（第
Ｈ
紙
表
）

檜
皮
寸
口
‐‐

天
下（第

Ｈ
紙
裏
）

天
下
者
　
高
祖
太
宗
之
天
下
　
非
陸
下
之
天
下
也
　
唐
暦
　
一局
宗
欲
譲
位
於
天
后
時
諫
詞
也

夫
古
之
天
下
亦
今
　
、
之
天
ゝ
下
，
亦
古
之

天
下
　
漢
書

天
下
非
二

時
之
用
一也
　
海
内
非
Ｌ

旦
之
功
一也
　
後
漢
書

交
易
之
博
　
多
有
違
法
　
徒
費
其
債
　
不
中
支
用
　
此
則
故

挟
奸
心
　
詐
儒
公
私
　
一且
仰
所
出
國
　
長

一
丈
二
尺
　
廣
六
寸
　
厚
四
寸

令
作
　
弘
仁
格

民
間
賣
買
樽
皮
　
或
長
不
満
三
尺
　
公
私
費
　
債
　
多
不
中
用

自
今
以
後
　
採
檜
皮
法
　
短
者
三
尺
　
長
者
四
尺
　
同

帝
道
部
　
上

天
下
非

一
家
之
有
也
　
唯
有
道
者

之
有
也
　
史
記

天
下
非

一
人
之
天
下
　
乃
天
下
之
天
下
也
　
エハ
朝

（蓋
）

夫
天
下
者

　

主
皿
亦
天
下
之
天
下
　
非

一
人
之
天
下
也
　
晋
書

（紙
折
目
）



普
天
之
下
　
莫
レ非
二王
土
一　
率
土
之
濱
　
莫
レ非
二王
臣
・　
毛
詩

夫
天
下
大
器
也
　
今
人
之
置
器
　
置
諸
安
虎
則
安
　
置
諸
危

虎
則
危
　
史
記

天
下
神
器
　
不
可
力
争

フ
後
漢
書

天
下
衆
目
而
視
　
慣

耳
而
聴
　
史
記

（紙
継
目
）

（第
１２
紙
表
）

天
下
大
事

起
自
小
事

（於
力
）
　

　

　

　

　

　

　

ル
　
　
ナζ

天
下
之
命
　
懸
　
□
　
天
子
　
ゝ
、
之
善
　
成
干
所
レ習
　
同

天
下
難
事
　
必
作

於
易
　
天
下
大
事
　
必
作

於
細
　
老
子

日
月
馬

天
下
眼
目
　
人
不
レ知
レ徳
　
山
川
篤

天
下
衣
食
　
人
不
レ能
レ謝
　
任
子

天
下
安
　
注
意
相
　
天
下
危
　
注
意
格
　
史
記

吾
亡
之
後
　
天
下
雖
レ廣
　
不

容

汝
足
　
後
漢
書

（堂
Ｃ
　
　
　
　
　
　
　
（五
Ｃ

大
邦
畏

汗
　
力
　
小
邦
懐

膏
徳
　
尚
書

小
國
之
仰
大
國
也
　
如
三百
穀
之
仰
二膏
雨
一焉
　
左
博

小
所
三以
事

二大
一信
也
　
大
所
以
保

小
仁
也
　
背

大
國
不
信
　
伐

小
國
不
仁
　
左
博

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四
五



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

小
國
無
二文
徳
　
而
有
ゴ武
功
・

禍
莫
大

　
レ焉

　

同

四

六

（紙
折
目
）

（第
１２
紙
裏
）

邦
有
レ道
　
貧
　
且
賤
　
焉
恥
也
　
邦
元
レ道
　
冨
且
貴
　
焉
恥
也
　
論
語

秦
虎
狼
之
強

國
　
趙
侵
弱

之
餘
儘

　

文
巽

隣
國
有
二聖
人
一　
敵
國
之
憂
也
　
史
記

（採
）

山
有
二虎
豹
・　
黎
着
馬
レ之
不
宋
　
　
國
有
二賢
士
一　
邊
境
馬
之

せ

末
上
到
押
『
一
ノエ毎
『
「
蛾
払綱
　
ノ　
　
カイ
サウ　
　
　
　
　
ノ　
　
ク
ル
シヒ　
　
　
ハイ　
　
ヰ（議颯
）
シ
ョ

夫
邊
垂
之
患
　
手
足
之
蛤
掻
　
中
國
之
困

　

匈
背
之
□
　
疸
也
　
後
漢
書

馬

レ國
者
　
慎
〓器
与
二名
一　
馬

レ家
者
　
畏
怨
重
禍
　
同

一
國
馬

一
人
　
興
先
賢
　
為
後
愚
廃
　
文
選

（膚
力
）

多
ヽヽヽ
リ

敗
髪
　
□
　
　
痛

在
レ身
　
辱
衣
冠
　
恥
在
レ國
　
唐
書

（紙
継
目
）

（第
１３
紙
表
）

地
廣
者
粟
多
　
國
大
者
人
衆
　
強

者
則
士
勇

　

文
選

田
軒
可
有
賢
　
平
林
沙
鬱
　
猛
獣
不
レ居
　
小
水
渭
流
　
良
魚
不
薦
　
抱
朴
子

□
治
病
治
國
　
太
宗
謂
侍
臣
曰
　
治
レ國
与
養
レ病
無
レ異
也
　
病
人
覺

レ念
　
弥
須ヘ
シ



（紙
継
目
）

（第
１３
紙
裏
）

（文
字
ア
リ
註
参
照
）

事渤
海
以
日
本
舞
女

献
事
朝
貢
年
限
事

新
羅
司
別
還
入

境
人
事

（堕肩
）
マモル　　
　
　
　
　
フ
　
シ　
　
　
　
　
ル
　
ス
ル　　
　　
　　
タ
　　　
　　　
リ

□

護
　
若
有
鯛
犯
　
必
至
レ殖
災
叩
　
治
レ國
亦
然
　
天
下
稽
安
　
尤
須

競
慎
　
若
便
騎
逸
　
必
至
喪

敗
　
貞
観
政
要

管
敬
仲
言

於
齊
侯
曰
　
戎
狭
材
狼
不
可
レ厭
也
　
諸
夏

終
日
無
レ親
　
但
見
二異
類
・　
文
選

彼
戎
狭
者
　
人
面

獣
心
　
宴
二安
鳩
毒
一　
同

大
暦
中
渤
海
　
以
二日
本
舞
女
十

一
・　
献
二諸
朝
・　
唐
書

渤
海
聘
期
　
制

以せり
六
載
√
小
之
事
ン大
　
上
之
待
ン下
　
年
期
礼

敷
不
可
無
限
　
併
√
　
更
改
前
例
　
告
以

一
紀
　
貞
観
格

鼈

切 其ノ審
い

澤

朴

賽

秘

舞

綺

□常

懐
二奸
心
　
荀
茅
不
レ貢
√
望

（紙
継
目
）

（第
１４
紙
表
）
降
船
躙
「
似
）
不
仁
　
一且ク化
未
流
末
　
好
根
放
還
　
商
動
之

（紙
継
目
）

輩
飛
レ帆
末
着
　
所
費

　

之
物
任
聴

民
間
令
レ得
廻
易

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四
七



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

（放
）

即

□

却
　
貞
観
格
　
承
和
元
年
符

一刊
菫
父
関
物
　
愚
暗
人
民
傾
ヵ
も
砂
ヵ
９
標
運
一　
踊
貴
競
認
　
物
是
非
可キ鞘
ム
運

弊

則
家
資
殆
馨
　
耽

二外
土
之
馨
聞
　
蔑

　

境
内
之
貴
　
物
√

Ｉ
下
知
大
宰
府
一厳
施
基
本制
一　
勿
令
轍
市
・　
商
人
末
着

船
上
雑
物

一
物
己
上
　
簡

二定
適
用
之
物
　
謝
騨
進
上
　
貞
観
格

百
済
　
　
　
　
百
済
王
等
遠
慕
二皇
化
一　
航

レ海
梯

レ山
　
輸
歎

久
臭
　
神
功
撮

免
除
課
傷
事
　
政
之
世
　
則
肖
古
王
遣
レ使
貢
・■
（方
物
一　
軽
嶋
御
宇
之
年

四

八

（紙
折
目
）

（第
１４
紙
裏
）

貴
須
王
澤
レ人
献

其
才
士
　
朕
嘉
其
忠
誠
　
情
深
衿

慈

五
百
済
王
等
課
井
雑
傷
　
水ヽ
従

　

獨
除
　
勿
レ有
レ所
レ事
　
弘
仁
格

諸
国
　
　
　
　
八
梃

之
地
有
レ限
　
百
王
之
運
元
レ窮
　
若
削

有
レ限
之
壌
　
常

奉

元
レ窮
之
運
　
則
後
代
百
姓
可

得
而
耕

乎
　
一且
営
代
以
後

可
停
止
勅
旨
開
田
井
百
姓
詫
事

勅
旨
開
田
皆
悉
停
止
√
　
且
夫
百
姓
以
二田
地
舎
宅
一賣

討

権
貴
者
　
不
論
蔭
贖
不
レ弁
土
浪
　
決

杖
六
十
∫
　
判
許

之

吏
解
却

見
任
　
但
従

　

来
相
停
馬
庄
家
券
契
分
明
　
元

妨



國
務
不
在
此
限
　
延
喜
格

珊
輔
【
□
□
　
調
庸

（陥
朧
）
者
　
罪
止
遠
流
也
　
一遅
期
不
レχ
者
ぎ
徒
二
年
也
　
同

（第
１５
紙
表
）

劃
周
　
　
　
　
大

酷
）
西
京

ぃ
理
）
城
在
京
城
之
中
　
東
西
五
里

一
百

一
十
五
歩

（紙
継
目
）

（紙
継
目
）

朱
雀
門

南
北
三
里

一
百
四
十
歩
　
今
謂
之
子
城
一　
南
面
三
間
　
中
日
ニ

朱
雀
一　
左
日
二安
上
一　
右
日
二含
光
・　
朱
雀
門
正
南
　
営
明
徳
門

正
北
　
営
承
天
門
　
、
外
横
街
正
東
直

り
春
明
門
　
正
西
直
（鴎
）

光
門
　
東
西
二
門
　
北
日
二延
喜
一　
南
日
景
風
　
延
喜
門
即
承
天

門
外
横
街
東
直

通
化
門
　
西
南
二
門
　
北
日
安
福
　
南
日
順

義
　
安
福
門
西
直
二開
遠
門
一　
其
中
左
宗
廟
　
在
安
上
門
内
之

東
　
右
社
稜
　
在
含
光
門
内
　
大
唐
六
典

宮
城
在
二皇
城
之
北
・　
南
面
三
間
　
中
日
二承
天
　
東
日
長
楽
　
西
日

（紙
継
目
）

（第
１６
紙
表
）

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

四
九



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

墓
門
　
西
日
右
銀
墓
門
　
次
北
日
九
倦
門
　
殿
之

日
二玄
武
門
一　
左
日
銀
漢
門
　
右
日
清
雷
門
　
其
内
又
有
ニ

蓬
末
殿

大
内

蓬
末

ｏ
含
凍

・
埠

・
三
清

・
含
氷

・
水
晶

・
紫
蘭
等
殿

武

ｏ
明
義

・
大
角
等
観
　
欝
儀

・
結
郊

・
承
雲

・
修
文
等

禁
苑
　
在
大
内
宮
城
之
北
　
ゝ
臨
渭
水
　
東
拒
涯
川
　
西

故

都
城
　
其
周
　
一
百
二
十
里
　
禽
獣
疏
菓
莫
不
硫
焉

南
面
三
門
　
中
日
定
鼎
　
左
日
長
夏
　
右
日
厚
載
　
東
面

墨サ閣雰
玄

五

〇

（紙
折
目
）

（第
１６
紙
裏
）

三
門
　
中
日
建
春

安
喜
　
西
日
徹
安

籠
煙
　
北
日
霊
漠

南
日
永
通
　
北
日
上
東
　
北
面
二
門
　
東
日

西
四
門
　
南
日
迎
秋
　
次
日
遊
義
　
次
日

東
京
皇
城
　
在
都
城
之
西
北
隅
一　
南
面
三
間
　
中
日
端
門



左
液
門

右
液
門

劃

口
日

左
日
左
液
　
右
日
右
液
　
東
面

一
門
　
日
賓
燿
　
西
面
二
門
　
南

北
日
宣
耀
　
東
城
在
皇
城
之
東
　
日
宣
仁
門
　
南

語
湘
八
摯
嘲
舞
東
商
臓
「
里
建
籠
】
窄
城
曖
細
呈
勢
副
壬
一百

歩
）

南
面
三
門
　
中
日
應
天
　
左
日
興
教
　
右
日
光
政
　
其

翌日製詈

（紙
継
目
）

旬
左

（匝
）
福
門
　
西
廊
有
右

（融
臨
叩
）

間
　
其
北
日
章
善
　
光
政
之
内
日
廣

乳
元
之
左
日
萬
春
　
右
日
千
秋
　
其
内
日

一明
堂

軋
元
殿
　
則
明
堂
也
　
殿
之
左
日
春
暉
門
　
右
日
秋
景
門
　
北

日
燭
龍
門
　
明
福
之
東
日
武
成
門
　
其
内
日
武
成
殿
　
明
福
之
西

日
崇
賢
門
　
其
内
日
集
賢
殿
　
武
成
之
北
日
長
壽
殿
　
集
賢

之
北
日
倦
居
殿
　
其
東
日
億
歳
殿
　
其
東
日
同
明
殿
　
其

内
又
有
二観
礼

・
婦
義

・
昭
成

・
光
慶
等
門
　
延
祥

・
延
壽

・
観

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

文

・
六
合
等
殿
　
一旦
春

・
倦
居

・
迎
祥

・
六
合
等
院
也
　
其
西
北

五

二

（紙
折
目
）

（第
１７
紙
裏
）

出
洛
城
西
門
　
其
ノ内
日
徳
昌
殿
　
北
日
儀
鸞
殿
　
（陥
鵬
）
南

出
日
延
慶
門
　
又
南
日
詔
暉
門
　
西
南
日
洛
城
南
門
　
其
内

日
洛
城
殿
　
又
日

鰍
物
）
羽
殿

司
宮
　
　
　
　
上
陽
宮
在
皇
城
西
南
　
資
臨
二洛
水
一　
西
拒
二穀
水
一　
東
面
即

皇
城
右
液
門
之
南
　
其
西
有
西
上
陽
宮
　
雨
宮
爽
殿

（跡
）
虹
橋
以
通
二往
来
一　
已
上
同
門
名
等
略
之

降
隅
嘔
震
晃
物
通
失
啓
事

不
得
積
物
　
其
近
宮
開
　
不
得
下燒
晃（誤

力
）

杖

一
百
　
御
在
所
　
徒

一
年
半
□

培
四
面
道
内

乃
通
）

ノ
哭
馨
上

回
臨
力
）
禁
中
者

（紙
継
目
）

（第
１５
紙
裏
）

刈
国
刷
　
　
　
永
安
　
其
北
日
二太
極
門
　
其
内
日
大
極
殿

朔
望
則
坐
而
視



レ朝
焉
　
有
二東
上
西
上
二
閣
門
　
東
西
廊
左
延
明
右
延
明
二
門
・

次
北
日
朱
明
門
　
左
日
虎
化
門
　
右
日
粛
章
門
　
粛
章
之
西
日

暉
政
門
　
虎
化
之
東
日
武
徳
西
門
　
其
内
有
武
徳
殿
　
有

延
恩
殿
　
又
北
日
雨
儀
門
　
其
内
日
雨
儀
殿
　
常
日
聴
　
朝
而
視

レ事
焉
　
雨
儀
殿
之
東
日
高
春
殿
　
西
日
千
秋
殿
　
雨
儀
之
左

日
献
春
門
　
右
日
〓
秋
門
　
一且
秋
之
右
日
百
福
門
　
其
内
日
百

福
殿
　
百
福
之
西
日
承
慶
門
　
其
内
日
承
慶
殿
　
献
春
之
左

日
立
政
殿
　
エエ
政
之
東
日
大
吉
門
　
其
内
日
大
吉
殿
　
雨
儀
之

（紙
継
目
）

（第
１８
紙
表
）

北
日
（附
朧
Ⅲ
）
其
内
日
甘
露
殿
　
左
日
神
龍
門
　
其
内
日
神

（紙
継
目
）

龍殿
　
（陥即
）

（恵
）

道

・
□
　
訓

・

（儀
）
□

・
壽
安

・
綬
福
等
門
　
薫
風

・
就
日

ｏ
翔
鳳

・
咸
池

・
臨
昭

・
望
倦

・

（一翔「）　　　　　　　　　ノ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ

鶴

□

・
乗
龍
等
殿
　
凌
煙

・
翔
鳳
等
閣

大
明
宮
在
基
本苑
之
東
南
一　
西
按

二宮
城
之
東
北
隅
・　
南
面
五

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

安

仁

門

　

（融

帥

邸

）
安

仁

殿

　

又
有

一́興

仁

・
宣

猷

・
崇

昭
徳

・
安
礼

・
宣
光

・
通
福

・
光
暉

ｏ
嘉
猷

・
華
光

ｏ
暉

五

〓
一



光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

門
　
直

レ南
日
丹
鳳
門
　
東
日
望
悟
門
　
次
日
延
政
門
　
西
日
建

含
元
殿
　
　
　
福
門
　
次
日
興
安
門
　
丹
鳳
門
内
正
殿
日
含
元
殿
　
階
上
　
高

於
平
地
一　
四
十
餘
尺
　
南
去
　
丹
鳳
門
四
百
餘
歩
　
東
西

五

四

（紙
折
目
）

（第
１８
紙
裏
）

（
マ

マ
）

月
花
門

月
花
門

（紫
農
殿
力
）

口
目
□

1

紙
数
は`
註

廣
五
百
歩
　
爽

レ殿
両
閣
　
左
日
祥
鸞
閣
　
右
日
棲

鳳
閣
　
爽
殿
　
東
有
通
軋
門
　
西
有
観
象
門
　
其
北
日

宣
政
門
　
外
東
廊
日
斉
徳
門
　
西
廊
日
興
礼
門
内
日

宣
政
殿
ゝ
前
東
廊
日
日
華
門
　
―
東
門
下
省
　
、
東

南
北
　
街
南
直
　
含
燿
門
　
出
昭
訓
門
　
一旦
政
殿
前
西

廊
日
月
華
門
　
ゝ
西
中
書
省
　
ゝ
西
南
北
街
直
昭
慶
門

（剛
皿
）
範
門
　
一旦
政
之
左
日
二東
上
閣
・　
西
日
二西
上
閣
一　
次
西
日

（門
）

貧
ｃ

延
英
□
　
　
□
　
内
之
左
日
延
英
殿
　
右
日
含
象
殿
　
一旦
政
北

胎
阻
購
喉
門
）
其
内
日
紫
良
殿
　
即
内
朝
正
殿
也
　
殿
之

現
存
部
分
に
つ
い
て
、
巻
頭
か
ら

一
紙
ご
と
に
番
号
を
付
し
て
、　
一
紙
の
中
で
折
目
の
右
側
を
表
、
左
側
を
裏
と
表
記
し



4   3

た
。
但
し
、
第
１５
紙
に
つ
い
て
は
、
分
断
さ
れ
て
誤

っ
て
接
続
さ
れ
て
い
る
為
に
、
同
紙
前
半
を
第
１５
紙
表
と
し
、
内
容
的
に
続
く

部
分
を
第
１５
紙
裏
と
し
た
。
現
状
を
伝
え
る
為
に
、
錯
簡
の
ま
ま
配
列
し
て
い
る
。
尚
、　
一
紙
中
に

一
行
程
の
継
目
の
あ
る
部
分
が

あ
る
が
、
そ
れ
を

一
紙
と
は
計
え
て
い
な
い
。

文
中
の
文
字
不
明
瞭
な
箇
所
や
、
欠
損
部
分
は
、
日
――
□

で
表
示
し
、
他
の
史
料
で
推
定
出
来
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
横
の

（　
）
内

に
示
し
た
。

原
文
に
、
返
り
点
や
、
ふ
り
仮
名
の
あ
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
記
し
た
。

第
１３
紙
表
６
行
日

「諸
夏
」
と
第
１３
紙
裏
１
行
日

「終
日
無
視
」
の
間
に
、
続
群
書
類
従
本

『明
文
抄
』
に
よ
れ
ば
次
の
文
章
が
あ

２
つ

。
親
泥
不
可
棄
也
、
宴
安
醜
毒
不
可
懐
、
左
博
。
子
日
、
夷
秋
之
有
君
、
不
如
諸
夏
之
亡
也
、
論
語
。
凡
天
子
者
天
下
之
首
何
也
、
上

也
、
曇
夷
者
天
下
之
足
何
也
、
下
也
、
足
反
居
上
、
首
顧
居
下
、
倒
懸
如
此
、
漢
書
。
曇
夷
之
俗
畏
壮
侮
老
也
、
後
漢
書
。

光
長
寺
蔵

『天
地
人
三
才
之
巻
』
に
つ
い
て

五
五


